
 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸収合併に係る事後開示書面 
 

（会社法第 801条第１項及び会社法施行規則第 200条に基づく書面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2026年５月１日 

株式会社ヘッドウォータース  



2026年５月１日 
 

吸収合併に係る事後開示書面 
（会社法第 801条第１項及び会社法施行規則第 200条に基づく書面） 

 

株式会社ヘッドウォータース 

東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 

代表取締役 篠田 庸介 

 

株式会社ヘッドウォータース（以下「当社」といいます。）は、2026年１月 26日付で締

結した合併契約に基づき、ＢＢＤイニシアティブ株式会社（以下「ＢＢＤイニシアティブ」

といいます。）との間で、2026年５月１日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、

ＢＢＤイニシアティブを吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）

を行いました。 

会社法第 801 条第１項及び会社法施行規則第 200 条に基づき、本合併に際して開示すべ

き事項は下記のとおりです。 

 

記 

 

１．本合併が効力を生じた日（会社法施行規則第 200条第１号） 

 

2026年５月１日 

 

２．吸収合併消滅会社における次に掲げる事項（会社法施行規則第 200条第２号） 

 

(1) 反対株主の差止請求手続の経過（会社法第 784 条の２の規定による請求に係る手

続の経過） 

 

ＢＢＤイニシアティブの株主による差止請求はありませんでした。 

 

(2) 反対株主の株式買取請求手続の経過（会社法第 785条の規定による手続の経過） 

 

ＢＢＤイニシアティブは、会社法第 785条第３項及び第４項、並びに、社債、株式

等の振替に関する法律第 155 条第２項及び第 161 条第２項の規定に基づき、2026

年３月 27日付の電子公告をもって、同社の株主に対して本合併を行う旨、吸収合

併存続会社である当社の商号及び住所、並びに買取口座の公告を行いましたが、会

社法第 785条第１項の規定による株式買取請求を行った株主はいませんでした。 

 

(3) 会社法第 787条の規定による手続きの経過 

 

ＢＢＤイニシアティブは、新株予約権を発行していないため、該当事項はありませ

ん。 

 

(4) 会社法第 789条の規定による手続きの経過 

 

ＢＢＤイニシアティブは、会社法第 789条第２項及び第３項の規定に基づき、2026

年３月 27日付の官報及び電子公告をもって、同条第２項各号に掲げる事項を公告



しましたが、所定の期間内に会社法第 789 条第１項の規定による異議を述べた債

権者はいませんでした。 

 

３．吸収合併存続会社における次に掲げる事項（会社法施行規則第 200条第３号） 

 

(1) 反対株主の株式買取請求手続の経過（会社法第 796 条の２の規定による請求に係

る手続の経過） 

 

当社の株主による差止請求はありませんでした。 

 

(2) 反対株主の株式買取請求手続の経過（会社法第 797条の規定による手続の経過） 

 

当社は、会社法第 797条第３項及び第４項、並びに、社債、株式等の振替に関する

法律第 155条第２項及び第 161条第２項の規定に基づき、2026年３月 27日付の電

子公告をもって、当社の株主に対して本合併を行う旨、並びに吸収合併消滅会社で

あるＢＢＤイニシアティブの商号及び住所、並びに買取口座の公告を行いました

が、会社法第 797 条第１項の規定による株式買取請求を行った株主はいませんで

した。 

 

(3) 債権者異議手続の経過（会社法第 799条の規定による手続の経過） 

 

当社は、会社法第 799条第２項及び第３項の規定に基づき、2026年３月 27日付の

官報及び電子公告をもって、会社法第 799 条第２項各号に掲げる事項を公告しま

したが、所定の期間内に会社法第 799 条第１項の規定による異議を述べた債権者

はおりませんでした。 

 

４．本合併により吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関

する事項（会社法施行規則第 200条第４号） 

 

当社は本合併の効力発生日である 2026年５月１日をもって、ＢＢＤイニシアティブか

ら資産及び負債並びに権利義務の一切を承継いたしました。 

 

５．会社法第 782 条第１項の規定により吸収合併消滅会社が備え置いた書面に記載された

事項（会社法施行規則第 200条第５号） 

 

別紙のとおりです。 

 

６．会社法第 921条の変更の登記をした日（会社法施行規則第 200条第６号） 

 

2026年５月 14日（予定） 

 

７．その他本合併に関する重要な事項（会社法施行規則第 200条第 7号） 

 

ＢＢＤイニシアティブの株式は 2026 年４月 28 日付で、株式会社東京証券取引所にお

いて上場廃止となりました。 

 

以 上 



別紙 

 

 

 

 

 

 

吸収合併に係る事前開示書面 

 

（会社法第 794 条第１項及び会社法施行規則第 191 条に基づく書面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 年３月 13 日 

 

株式会社ヘッドウォータース 

  



2026 年３月 13 日 

 

吸収合併に係る事前開示書面 

（会社法第 794 条第１項及び会社法施行規則第 191 条に基づく書面） 

 

株式会社ヘッドウォータース 

東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 

代表取締役 篠田 庸介 

 

株式会社ヘッドウォータース（以下「当社」といいます。）は、2026年１月 26日開催の

取締役会において、ＢＢＤイニシアティブ株式会社（以下「ＢＢＤイニシアティブ」といい

ます。）との間で、2026年５月１日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、ＢＢＤ

イニシアティブを吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）に係る

吸収合併契約を締結いたしました。 

会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 191 条に基づき、本合併に際して開示すべ

き事項は下記のとおりです。 

記 

 

１．吸収合併契約の内容（会社法第 794条第１項） 

 

別紙１のとおりです。 

 

２．合併対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第 191条第１号） 

 

別紙２のとおりです。 

 

３．吸収合併消滅会社の新株予約権の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 191

条第２号） 

 

該当事項はありません。 

 

４．吸収合併消滅会社についての次に掲げる事項（会社法施行規則第 191条第３号） 

 

(1) 最終事業年度に係る計算書類等の内容 

 

別紙３のとおりです。 

 

(2) 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 

 

該当事項はありません。 

 

(3) 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会

社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 



該当事項はありません。 

 

５．吸収合併存続会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の

負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第

191条第５号） 

 

該当事項はありません。 

 

６．吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関

する事項（会社法施行規則第 191条第６号） 

 

本合併効力発生後の当社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれます。

また、本合併後の当社の収益状況及びキャッシュ・フローの状況について、債務の履行に

支障をきたすような事態は、現在のところ予想されておりません。 

したがって、本合併後における当社の債務について履行の見込みがあるものと判断し

ております。 

 

以 上 

 



別紙１ 

吸収合併契約書 

 

株式会社ヘッドウォータース（以下「甲」という。）及びＢＢＤイニシアティブ株式会社（以

下「乙」という。）は、2026年 1月 26日（以下「本契約締結日」という。）付けで、以下の

とおり吸収合併契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

第 1 条（吸収合併） 

甲及び乙は、本契約に従い、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として、吸収合

併（以下「本吸収合併」という。）を行う。 

 

第 2 条（吸収合併をする会社の商号及び住所） 

本吸収合併に係る吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の商号及び住所は、それぞれ以

下のとおりである。 

(1) 吸収合併存続会社の商号及び住所 

商号：株式会社ヘッドウォータース 

住所：東京都新宿区西新宿六丁目 5番 1号 

(2) 吸収合併消滅会社の商号及び住所 

商号：ＢＢＤイニシアティブ株式会社 

住所：東京都港区愛宕二丁目 5番 1号 

 

第 3 条（吸収合併に際して交付する株式数及びその割当てに関する事項） 

1. 甲は、本吸収合併に際して、本吸収合併の効力が生ずる時点の直前時における乙の株主

（但し、甲及び乙を除く。以下「本割当対象株主」という。）に対し、その保有する乙の

普通株式の合計数（会社法第 785 条第 1 項に基づく株式買取請求に係る株式数を除く。）

に 0.50を乗じて得た数の甲の普通株式を交付する。 

2. 甲は、本吸収合併に際して、本割当対象株主に対して、その保有する乙の普通株式 1 株

につき甲の普通株式 0.50株の割合をもって、甲の普通株式を割り当てる。 

3. 甲が前二項に従って本割当対象株主に交付する甲の普通株式の数に 1 株に満たない端数

がある場合、会社法第 234条その他の関係法令の規定に基づき処理するものとする。 

 

第 4 条（甲の資本金及び準備金の額に関する事項） 

本吸収合併により増加する甲の資本金及び準備金の額については、会社計算規則第 35条又

は第 36条に定めるところに従って、甲が定めるものとする。 

 



第 5 条（本吸収合併の効力発生日） 

本吸収合併の効力発生日（以下「本効力発生日」という。）は、2026年 5月 1日とする。但

し、本吸収合併の手続の進行に応じ必要があるときは、会社法第 790条の定めるところに従

い、甲乙協議の上これを変更することができる。 

 

第 6 条（株主総会） 

甲及び乙は、本効力発生日の前日までに、それぞれ株主総会を開催し、本契約の承認に関す

る株主総会の決議を得るものとする。 

 

第 7 条（善管注意義務） 

甲及び乙は、本契約の締結後、本効力発生日までの間において、それぞれ善良なる管理者の

注意をもってその業務の執行及び財産の管理を行い、その財産及び権利義務に重大な影響

を及ぼす行為については、予め甲乙協議の上、相手方の書面による同意を得てこれを行うも

のとする。但し、甲の譲渡制限付株式報酬制度に基づく、甲の取締役（監査等委員である取

締役を除く。）及び従業員、並びに、甲の子会社の取締役及び従業員に対する譲渡制限の付

された普通株式の発行についてはこの限りではない。 

 

第 8 条（剰余金の配当） 

甲及び乙は、本契約締結日後、本効力発生日以前の日を基準日とする剰余金の配当決議を行

ってはならない。 

 

第 9 条（本契約の変更又は解除） 

本契約締結日から本効力発生日までの間において、甲又は乙に本契約に定める義務の重大

な違反があった場合、甲及び乙の財産又は経営状態に重要な変動が生じた場合、本吸収合併

の実行に重大な支障となる事態が生じた場合、その他本契約の目的の達成が困難となった

場合には、甲乙協議の上、本契約を変更又は解除することができるものとする。 

 

第 10 条（本契約の効力） 

本契約は、本効力発生日の前日までの間に、第6条に定める甲及び乙の株主総会の決議によ

る承認が得られなかったとき、法令等（外国の法令等を含む。）に定める本吸収合併の実行

に必要な関係官庁等の承認等が得られなかったとき、又は前条に従い本契約が解除された

ときは、その効力を失う。 

 

第 11 条（協議事項） 

本契約に定めるもののほか、本吸収合併に関して必要な事項については、本契約の趣旨に従

って甲乙協議の上、これを適宜決定するものとする。 



 

第 12 条（準拠法・管轄） 

1. 本契約は、日本法を準拠法とし、かつこれに従い解釈されるものとする。 

2. 本契約に関して甲乙間に生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属

的合意管轄裁判所とする。 

 

 

（以下余白）  



本契約成立の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。 

 

2026年1月26日 

 

甲：東京都新宿区西新宿六丁目5番１号 

株式会社ヘッドウォータース 

代表取締役社長  篠田 庸介 

 

 

 

乙：東京都港区愛宕二丁目5番１号 

ＢＢＤイニシアティブ株式会社 

代表取締役社長グループCEO  稲葉 雄一 

 

 



別紙２ 

合併対価の相当性に関する事項 

 

１．本合併に係る割当ての内容 

 
当社 

（吸収合併存続会社） 

ＢＢＤイニシアティブ 

（吸収合併消滅会社） 

本合併に係る割当比率 １ 0.50 

（注１）本合併に係る割当比率（以下「本合併比率」といいます。） 

ＢＢＤイニシアティブの株式１株に対して、当社の株式 0.50 株を割当て交

付します。ただし、当社が保有するＢＢＤイニシアティブ株式 1,599,100株

（2025年９月 30日現在）及びＢＢＤイニシアティブが保有する自己株式 296

株（2025 年９月 30 日現在）については、本合併による株式の割当ては行い

ません。 

（注２）本合併により交付する当社の株式数：普通株式：2,260,412株（予定） 

上記の交付株式数は、今後、ＢＢＤイニシアティブの株主から株式買取請求

権の行使がなされるなどして、本合併の効力発生の直前時までの間にＢＢＤ

イニシアティブの自己株式数の変動等が生じた場合には、修正される可能性

があります。 

また、当社は、本合併により交付する株式数の全てを、新たに普通株式を発

行することにより充当することを想定しております。 

（注３）単元未満株式の取扱い 

本合併により当社の単元未満株式（100 株未満の株式）を保有することにな

るＢＢＤイニシアティブの株主の皆様におかれましては、当社に関する以下

の制度をご利用いただくことができるほか、一部証券会社で取り扱っている

単元未満株式での売買が可能です。なお、金融商品取引所市場においては単

元未満株式を売却することはできません。 

・ 単元未満株式の買取制度（１単元（100株）未満株式の売却） 

会社法第 192 条第１項の規定に基づき、当社の単元未満株式を保有する

株主の皆様が、当社に対し、自己の保有する単元未満株式の買取を請求す

ることができる制度です。 

（注４）１株に満たない端数の処理 

本合併に伴い、当社株式１株に満たない端数の割当てを受けることとなるＢ

ＢＤイニシアティブの株主の皆様に対しては、会社法第 234 条その他の関連

法令の定めに従い、１株に満たない端数部分に応じた金額を現金でお支払い

いたします。 

 

２．本合併に係る割当ての内容の根拠等 

（１）割当ての内容の根拠及び理由 

両社は、本合併に用いられる合併比率の算定に当たって公正性･妥当性を期すため、

それぞれが独立した第三者算定機関に合併比率の算定を依頼し、それぞれ合併比率算

定書を取得いたしました。当社は第三者算定機関として株式会社プルータス・コンサ

ルティング（以下「プルータス・コンサルティング」といいます。）を起用し、ＢＢＤ

イニシアティブは第三者算定機関として株式会社赤坂国際会計（以下「赤坂国際会計」

といいます。）を起用いたしました。 

当社においては、リーガル・アドバイザーであるＴＭＩ総合法律事務所からの法的助

言、並びに、ＢＢＤイニシアティブに対するＴＭＩ総合法律事務所による法務デュー・

ディリジェンス及び株式会社ユニヴィスコンサルティングによる財務・税務デュー・

ディリジェンスの結果等を受けて、第三者算定機関であるプルータス・コンサルティ



ングによる合併比率の算定結果のうち、市場株価法、類似会社比較法及びディスカウ

ンテッド・キャッシュ・フロー法（以下「ＤＣＦ法」といいます。）による算定結果の

レンジを踏まえ、ＢＢＤイニシアティブと複数回慎重に協議を行った結果、本合併比

率が妥当であるとの判断に至りました。 

ＢＢＤイニシアティブにおいては、下記「（４）公正性を担保するための措置（利益

相反を回避するための措置を含む。）」に記載のとおり、赤坂国際会計から取得した当

社に対する財務・税務デュー・ディリジェンスの結果と合併比率算定書、ＢＢＤイニ

シアティブのフィナンシャル・アドバイザーである株式会社ＡＧＳ ＦＡＳ（以下「Ａ

ＧＳ ＦＡＳ」といいます。）からの財務的見地からの助言、リーガル・アドバイザー

であるアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業（以下「アンダーソン・毛

利・友常法律事務所」といいます。）からの法的助言や当社に対する法務デュー・ディ

リジェンスの結果等を踏まえつつ、当社との間で複数回協議を行い、また、ＢＢＤイ

ニシアティブが設置した特別委員会（以下「本特別委員会」といいます。）から提出さ

れた答申書の内容を最大限尊重しながら、本合併の諸条件について、慎重に検討を行

いました。その結果、本合併比率は、下記「（２）算定に関する事項」の「② 算定の概

要」に記載のとおり、ＢＢＤイニシアティブの第三者算定機関である赤坂国際会計に

よる合併比率の算定結果のうち、市場株価平均法の算定レンジの上限値であり、類似

会社比較法及びＤＣＦ法の算定レンジの範囲内であることから、本合併比率は妥当で

あり、ＢＢＤイニシアティブの一般株主の利益を損なうものではないとの判断に至り

ました。 

このように両社は、各社の第三者算定機関による算定結果及びリーガル・アドバイザ

ーの助言を参考に、かつ、両社それぞれが相手方に対して実施したデュー・ディリジ

ェンスの結果等を踏まえて、それぞれが両社の財務状況、資産状況、将来の見通し等

の要因を総合的に勘案した上で、両社間で合併比率について複数回に亘り慎重に交渉・

協議を重ねた結果、また、ＢＢＤイニシアティブについては本特別委員会から提出さ

れた答申書の内容も踏まえ、最終的に本合併比率が妥当であるとの判断に至り、合意

いたしました。 

なお、本合併比率は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、両社

間で協議の上、変更することがあります。 

 

（２）算定に関する事項 

① 算定機関の名称並びに上場会社及び相手会社との関係 

当社の第三者算定機関であるプルータス・コンサルティングは、両社の関連当事

者には該当せず、両社との間で重要な利害関係を有しません。なお、本合併に係る

プルータス・コンサルティングに対する報酬は、本合併の成否にかかわらず支払わ

れる固定報酬であります。 

また、ＢＢＤイニシアティブの第三者算定機関である赤坂国際会計は、両社の関

連当事者には該当せず、両社との間で重要な利害関係を有しません。なお、本合併

に係る赤坂国際会計に対する報酬は、本合併の成否にかかわらず支払われる固定報

酬であります。 

 

② 算定の概要 

(i)プルータス・コンサルティングの算定 

プルータス・コンサルティングは、両社の株式価値の算定手法として、両社と

もに市場株価が存在していることから市場株価法を、また比較可能な類似上場会

社が複数存在し、類似上場会社との比較による株式価値の類推が可能であること

から類似会社比較法を、加えて、両社の将来の事業活動の状況を算定に反映させ

る目的から、両社の将来収益に基づき、将来生み出すと見込まれるフリー・キャ



ッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引くことにより株式価値を算出

する評価手法であるＤＣＦ法を、それぞれ採用して算定を行いました。 

当社の１株当たりの株式価値を１とした場合の各手法による合併比率算定結

果は、それぞれ以下のとおりです。 

採用手法 
合併比率の算定レンジ 

当社 ＢＢＤイニシアティブ 

市場株価法 市場株価法 0.45～0.50 

類似会社比較法 類似会社比較法 0.23～1.03 

ＤＣＦ法 ＤＣＦ法 0.35～0.64 

 

市場株価法においては、プルータス・コンサルティングは、算定基準日を本合

併契約締結日の前営業日である 2026年１月 23日として、両社の普通株式の東京

証券取引所における算定基準日、算定基準日までの１ヶ月間、３ヶ月間及び６ヶ

月間における株価終値単純平均値（当社は、算定基準日：3,500 円、１ヶ月間：

3,105 円、３ヶ月間：3,062 円、６ヶ月間：3,433 円、ＢＢＤイニシアティブは、

算定基準日：1,591円、１ヶ月間：1,500円、３ヶ月間：1,531円、６ヶ月間：1,571

円）を基に算定しております。 

類似会社比較法においては、両社と比較的類似する事業を営む上場企業の市場

株価や収益性等を示す財務指標との比較を通じて算定しております。 

ＤＣＦ法においては、プルータス・コンサルティングは、当社について、当社

が作成した 2026 年 12 月期から 2028 年 12 月期までの財務予測に基づく将来キ

ャッシュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引くことによって企業価値

を評価しています。なお、算定の前提とした財務予測には、大幅な増益及びフリ

ー・キャッシュ・フローの大幅な増加を見込んでいる事業年度が含まれておりま

す。具体的には、2026年 12月期、2027年 12月期及び 2028年 12月期において、

先端技術に精通したビジネスエンジニアによる伴走型の開発により、主に AIイ

ンテグレーションサービスと DXサービスの案件単価の向上に伴う売上高の上昇

と、生成 AIの活用や AI駆動開発による開発工程の効率化により、営業利益にお

いて大幅な増益（それぞれ対前年比 57％増加、165％増加、116％増加）となる

ことを見込んでおります。また、2027 年 12 月期及び 2028 年 12 月期において

は、営業利益の増加に伴い、フリー・キャッシュ・フローの大幅な増加（それぞ

れ対前年比 177％増加、131％増加）を見込んでおります。また、当該財務予測

は、本合併により実現することが期待できるシナジー効果を現時点において具

体的に見積もることが困難であることから、当該シナジーを織り込んでいない

当社単独の計画を前提として作成しております。他方、ＢＢＤイニシアティブに

ついては、ＢＢＤイニシアティブが作成した 2026 年９月期から 2030 年９月期

までの財務予測に基づく将来キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に

割り引くことによって企業価値を評価しています。なお、算定の前提とした 2026

年９月期から 2030年９月期までの財務予測には、大幅な増益を見込んでいる事

業年度が含まれております。具体的には、2028年９月期、2029年９月期及び 2030

年９月期において、従来の SaaS中心のビジネスモデルから「AI as a Service」

への事業転換により高付加価値・高性能の AIプロダクト開発案件の案件数の増

加、単価の上昇に伴い、営業利益において大幅な増益（それぞれ対前年比 93％

増加、90％増加、38％増加）となることを見込んでおります。また、2027年９月

期、2028年９月期、2029年９月期及び 2030年９月期においては、営業利益の増

加に伴い、フリー・キャッシュ・フローの大幅な増加（それぞれ対前年比 49％

増加、77％増加、73％増加、41％増加）を見込んでおります。また、当該財務予

測は、本合併により実現することが期待できるシナジー効果を現時点において



具体的に見積もることが困難であることから、当該シナジーを織り込んでいな

いＢＢＤイニシアティブ単独の計画を前提として作成しております。 

プルータス・コンサルティングは、合併比率の算定に関して当社及びＢＢＤイ

ニシアティブから提供を受けた資料及び情報、一般に公開された情報を原則とし

てそのまま使用し、分析及び検討の対象とした全ての資料及び情報が正確かつ完

全であること、合併比率の算定に重大な影響を与える可能性がある事実でプルー

タス・コンサルティングに対して未開示の事実はないこと等を前提としており、

これらの資料及び情報の正確性又は完全性に関し独自の検証を行っておらず、ま

たその義務を負うものではありません。 

プルータス・コンサルティングは、当社及びＢＢＤイニシアティブ並びにそれ

らの関係会社の全ての資産又は負債（金融派生商品、簿外資産及び負債、その他

の偶発債務を含みますが、それに限られません。）について、個別の資産及び負債

の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、また第三者

への評価、鑑定又は査定の依頼も行っておりません。プルータス・コンサルティ

ングは、提供された当社及びＢＢＤイニシアティブの財務予測に関する情報が、

それぞれの経営陣による現時点において可能な最善の予測と判断に基づき、合理

的に作成されていることを前提としており、当社の同意を得て、独自に検証する

ことなくこれらの情報に依拠しております。プルータス・コンサルティングの算

定は市場株価法については 2026 年１月 23日、その他については 2026 年１月 16

日現在における金融、経済、市場その他の状況を前提としております。 

 

(ii)赤坂国際会計の算定 

一方、赤坂国際会計は、両社の株式価値算定手法として、両社とも市場株価が存

在していることから市場株価平均法を、また両社とも比較可能な類似上場会社が

複数存在し、類似比較による株式価値の類推が可能であることから類似会社比較

法を、加えて、両社の将来事業計画を算定に反映させる目的から、両社の将来収益

に基づき、将来生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率

で現在価値に割り引くことにより株式価値を算出する評価手法であるＤＣＦ法を、

それぞれ採用して算定を行いました。 

 

当社の１株当たりの株式価値を１とした場合の各手法による合併比率算定結

果は、それぞれ以下のとおりです。 

採用手法 
合併比率の算定レンジ 

当社 ＢＢＤイニシアティブ 

市場株価平均法 市場株価平均法 0.45～0.50 

類似会社比較法 類似会社比較法 0.18～1.42 

ＤＣＦ法 ＤＣＦ法 0.37～0.90 

 

市場株価平均法においては、赤坂国際会計は、算定基準日を本合併契約締結日

の前営業日である 2026年１月 23日として、両社の普通株式の東京証券取引所に

おける算定基準日、算定基準日までの１ヶ月間、３ヶ月間及び６ヶ月間における

株価終値単純平均値（当社は、算定基準日：3,500円、１ヶ月間：3,105円、３ヶ

月間：3,062 円、６ヶ月間：3,433 円、ＢＢＤイニシアティブは、算定基準日：

1,591円、１ヶ月間：1,500円、３ヶ月間：1,531円、６ヶ月間：1,571円）を基

に算定しております。 

類似会社比較法においては、両社と比較的類似する事業を営む上場企業の市場

株価や収益性等を示す財務指標との比較を通じて算定しております。 

ＤＣＦ法においては、赤坂国際会計は、当社について、当社が作成した 2026



年 12月期から 2028年 12月期までの財務予測に基づく将来キャッシュ・フロー

を、一定の割引率で現在価値に割り引くことによって企業価値を評価していま

す。なお、算定の前提とした財務予測においては、大幅な増益を見込んでおりま

す。具体的には、営業利益は、先端技術に精通したビジネスエンジニアによる伴

走型の開発により、主に AI インテグレーションサービスと DX サービスにおい

て案件単価の向上に伴う売上高の上昇と、生成 AI の活用や AI 駆動開発による

開発工程の効率化により、2026年 12月期には対前年比 57％増、2027年 12月期

には対前年比 165％増、2028 年 12 月期には対前年比 116％増となることを見込

んでおります。フリー・キャッシュ・フローは営業利益の増加により 2026年 12

月期には対前年比 843％増、2027年 12月期には対前年比 191％増、2028年 12月

期には対前年比 127％増となることを見込んでおります。また、当該財務予測は、

本合併により実現することが期待できるシナジー効果を現時点において具体的

に見積もることが困難であることから、当該シナジーを織り込んでいない当社

単独の計画を前提として作成しております。他方、ＢＢＤイニシアティブについ

ては、ＢＢＤイニシアティブが作成した 2026 年９月期から 2030 年９月期まで

の財務予測に基づく将来キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り

引くことによって企業価値を評価しています。なお、算定の前提とした財務予測

においては、大幅な増益を見込んでいる事業年度が含まれております。具体的に

は、営業利益は、従来の SaaS中心のビジネスモデルから「AI as a Service」へ

の事業転換により高付加価値・高性能の AIプロダクト開発案件の案件数の増加、

単価の上昇に伴い、2028年９月期には対前年比 93％増、2029年９月期には対前

年比 90％増、2030 年９月期には対前年比 38％増となることを見込んでおりま

す。フリー・キャッシュ・フローは営業利益の増加により 2028年９月期には対

前年比 94％増、2029年９月期には対前年比 83％増、2030年９月期には対前年比

37％増となることを見込んでおります。また、当該財務予測は、本合併により実

現することが期待できるシナジー効果を現時点において具体的に見積もること

が困難であることから、当該シナジーを織り込んでいないＢＢＤイニシアティ

ブ単独の計画を前提として作成しております。 

赤坂国際会計は、合併比率の算定に関して当社及びＢＢＤイニシアティブから

提供を受けた資料及び情報、一般に公開された情報を原則としてそのまま使用し、

分析及び検討の対象とした全ての資料及び情報が正確かつ完全であること、合併

比率の算定に重大な影響を与える可能性がある事実で赤坂国際会計に対して未

開示の事実はないこと等を前提としており、これらの資料及び情報の正確性又は

完全性に関し独自の検証を行っておらず、またその義務を負うものではありませ

ん。 

赤坂国際会計は当社及びＢＢＤイニシアティブ並びにそれらの関係会社の全

ての資産又は負債（金融派生商品、簿外資産及び負債、その他の偶発債務を含み

ますが、それに限られません。）について、個別の資産及び負債の分析及び評価を

含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、また第三者への評価、鑑定又

は査定の依頼も行っておりません。赤坂国際会計は、提供された当社及びＢＢＤ

イニシアティブの財務予測に関する情報が、それぞれの経営陣による現時点にお

いて可能な最善の予測と判断に基づき、合理的に作成されていることを前提とし

ており、ＢＢＤイニシアティブの同意を得て、独自に検証することなくこれらの

情報に依拠しております。赤坂国際会計の算定は 2026年１月 23日現在における

金融、経済、市場その他の状況を前提としております。 

（３）上場廃止となる見込み及びその事由 

本合併に伴い、ＢＢＤイニシアティブの普通株式は、2026年４月 28日付けで、東京

証券取引所の上場廃止基準により上場廃止となる予定です。上場廃止後は、ＢＢＤイ



ニシアティブの普通株式を東京証券取引所において取引することができなくなります

が、本合併の効力発生日においてＢＢＤイニシアティブの株主様に割当てられる当社

の普通株式は東京証券取引所に上場されているため、株式の所有数に応じて一部の株

主様において単元未満株式の割当てのみを受ける可能性はあるものの、１単元以上の

株式について引き続き東京証券取引所において取引が可能であり、株式の流動性を確

保できるものと考えております。なお、本合併の効力発生日以降も、当社の普通株式

は、当社の現在の上場市場である東京証券取引所グロース市場に上場維持することと

なります。 

本合併により、当社の単元未満株式を所有することとなるＢＢＤイニシアティブの

株主様においては、東京証券取引所において単元未満株式を売却することができませ

んが、単元未満株式の買取りを請求することができます。かかる取扱いの詳細につき

ましては、上記「１．本合併に係る割当ての内容」の（注３）をご参照ください。また、

１株に満たない端数が生じた場合における端数の処理の詳細について、上記「１．本

合併に係る割当ての内容」の（注４）をご参照ください。 

なお、ＢＢＤイニシアティブの株主の皆様は、最終売買日である 2026 年４月 27 日

（予定）までは、東京証券取引所において、その保有するＢＢＤイニシアティブの普

通株式を従来どおり取引できるほか、会社法その他関連法令に定める適法な権利を行

使することができます。 

 

（４）公正性を担保するための措置（利益相反を回避するための措置を含む。） 

本合併は、両社にとって支配株主との重要な取引等には該当しません。一方で、当社

はＢＢＤイニシアティブの発行済株式総数（6,120,221 株）の 26.13％に相当する

1,599,100 株を保有する主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に該当するこ

とから、両社の資本関係に鑑み、両社の意思決定に慎重を期し、本合併について公正性

を担保するとともに利益相反の疑義を回避する観点から、両社は、以下のとおり、公正

性を担保するための措置（利益相反を回避するための措置を含みます。）を講じており

ます。 

 

① 両社における独立した第三者算定機関からの合併比率算定書の取得 

両社は、本合併における合併比率の公正性を担保する観点から、上記「（１）割当

ての内容の根拠及び理由」のとおり、それぞれ両社から独立した第三者算定機関に合

併比率の算定を依頼し、その算定結果を参考として、真摯に交渉・協議を行い、本合

併比率により本合併を行うことを、2026年１月 26日開催の両社の取締役会にて、そ

れぞれ決議しました。 

なお、両社は、いずれも各第三者算定機関から合併比率の公正性に関する評価（フ

ェアネス・オピニオン）を取得しておりません。 

 

② 当社における独立した法律事務所からの助言 

当社は、本合併に関するリーガル・アドバイザーとして、ＴＭＩ総合法律事務所を

選任し、本合併に係る手続、意思決定の方法及び過程等に関する法的助言を受けてお

ります。なお、ＴＭＩ総合法律事務所は、当社及びＢＢＤイニシアティブから独立し

ており、重要な利害関係を有しません。 

 

③ ＢＢＤイニシアティブにおける独立した法律事務所からの助言 

ＢＢＤイニシアティブは、本合併に関するリーガル・アドバイザーとして、アンダ

ーソン・毛利・友常法律事務所を選任し、本合併に係る手続、意思決定の方法及び過

程等に関する法的助言を受けております。なお、アンダーソン・毛利・友常法律事務

所は、当社及びＢＢＤイニシアティブから独立しており、重要な利害関係を有しませ



ん。 

 

④ ＢＢＤイニシアティブにおける独立したフィナンシャル・アドバイザーからの助言 

ＢＢＤイニシアティブは、本合併に関するフィナンシャル・アドバイザーとして、

ＡＧＳ ＦＡＳを選任し、本合併に係る財務的見地からの案件推進における助言を受

けております。なお、ＡＧＳ ＦＡＳは、当社及びＢＢＤイニシアティブから独立し

ており、重要な利害関係を有しません。 

 

⑤ ＢＢＤイニシアティブにおける独立性を有する特別委員会の設置及び答申書の取

得 

ＢＢＤイニシアティブは、当社と本合併の検討を進めるにあたり、意思決定に慎重

を期し、また、取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除

し、その公正性、透明性及び客観性を確保するため、2025年９月 19日開催の取締役

会決議により、ＢＢＤイニシアティブ及び当社並びに本合併の成否のいずれからも独

立した、ＢＢＤイニシアティブの独立役員３名（ＢＢＤイニシアティブの社外取締役

監査等委員である伊香賀照宏氏、和田信雄氏及び三浦謙吾氏）によって構成される本

特別委員会を設置しました。 

ＢＢＤイニシアティブは、当初から上記３名を本特別委員会の委員として選定して

おり、本特別委員会の委員を変更した事実はありません。また、本特別委員会の委員

の互選により、伊香賀照宏氏が本特別委員会の委員長に就任しております。なお、本

特別委員会の委員の報酬は本経営統合の成否にかかわらず支払われる固定報酬のみ

であり、本合併の公表や決定、実施等を条件とする成功報酬は含まれておりません。 

そして、ＢＢＤイニシアティブは、上記取締役会決議に基づき、本特別委員会に対

し、以下の４項目について諮問し（以下「本諮問事項」といいます。）、この項目に関

する答申書をＢＢＤイニシアティブ取締役会に提出することを嘱託しました。 

 

（ⅰ）本合併の目的は合理的と認められるか（本合併がＢＢＤイニシアティブの企業

価値向上に資するかを含む。） 

（ⅱ）本合併に係る取引条件（本合併における合併比率を含む。）の公正性・妥当性

が確保されているか 

（ⅲ）本合併に係る手続の公正性が確保されているか 

（ⅳ）上記（i）から（iii）を踏まえ、本合併の決定及び実施がＢＢＤイニシアティ

ブの一般株主にとって公正であると認められるか 

 

また、ＢＢＤイニシアティブは、上記取締役会決議において、本諮問事項に対する

本特別委員会の答申内容を最大限尊重するものとし、本特別委員会が取引条件を妥当

でないと判断した場合には、ＢＢＤイニシアティブは、本合併を決定しないこととす

る旨を決議しております。加えて、ＢＢＤイニシアティブ取締役会は、本特別委員会

に対して以下の５つの権限を付与しております。 

 

（ⅰ）ＢＢＤイニシアティブのフィナンシャル・アドバイザー及びリーガル・アドバ

イザー等の専門家（以下総称して「アドバイザー等」といいます。）を指名又

は承認（事後承認を含みます。）する権限 

（ⅱ）諮問事項の検討にあたって、本特別委員会が必要と認める場合には、自らのア

ドバイザー等を選任する権限（なお、本特別委員会は、ＢＢＤイニシアティブ

のアドバイザー等が高い専門性を有しており、独立性にも問題がないなど、本

特別委員会としてＢＢＤイニシアティブのアドバイザー等を信頼して専門的

助言を求めることができると判断した場合には、ＢＢＤイニシアティブのア



ドバイザー等に対して専門的助言を求めることができるものとします。また、

本特別委員会のアドバイザー等の専門的助言に係る合理的な費用はＢＢＤイ

ニシアティブの負担とします。） 

（ⅲ）ＢＢＤイニシアティブの役職員その他本特別委員会が必要と認める者から本

合併の検討及び判断に必要な情報を受領する権限 

（ⅳ）本合併の取引条件に関する交渉について事前に方針を確認し、適時にその状況

の報告を受け、重要な局面で意見を述べ、指示や要請を行うことなどにより、

本合併の取引条件に関する交渉過程に実質的に関与するとともに、必要に応

じて自ら直接交渉を行う権限 

（ⅴ）その他本合併に関する検討及び判断に際して必要と本特別委員会が認める事

項に関する権限 

 

本特別委員会は、2025年 10月２日に開催された第１回目の委員会において、ＢＢ

Ｄイニシアティブが選任する第三者算定機関である赤坂国際会計、フィナンシャル・

アドバイザーであるＡＧＳ ＦＡＳ及びリーガル・アドバイザーであるアンダーソン・

毛利・友常法律事務所について、いずれも独立性及び適格性に問題がないことを確認

した上で、選任することを承認いたしました。 

本特別委員会は、2025年 10月２日から答申書提出日の 2026年１月 26日までの間

に、会合を合計 10回開催しました。加えて会合以外にも、委員間や第三者算定機関、

アドバイザー等との意見交換や両社間での本合併に係る協議や交渉の内容等の情報

収集等を行い、本諮問事項に対する検討を行いました。本特別委員会は、ＢＢＤイニ

シアティブのリーガル・アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所か

ら、本特別委員会の役割や委員会での検討事項、運営に関する助言を適宜受けるとと

もに、アンダーソン・毛利・友常法律事務所が実施した当社に対する法務デュー・デ

ィリジェンスの結果の説明を受け、また第三者算定機関である赤坂国際会計が実施し

た当社に対する財務・税務デュー・ディリジェンスの説明を受け、フィナンシャル・

アドバイザーであるＡＧＳ ＦＡＳからは本合併に係る財務的見地からの案件推進

における助言を受け、これらの状況も踏まえ本諮問事項に対する検討を進めました。 

また、本特別委員会は、かかる検討にあたり、ＢＢＤイニシアティブから、ＢＢＤ

イニシアティブの事業内容・事業環境、主要な経営課題、本経営統合によりＢＢＤイ

ニシアティブの事業に対して想定されるメリット・デメリット、合併比率の前提とな

るＢＢＤイニシアティブの事業計画の内容及び策定手続等について説明を受け、質疑

応答を行い、当社からも、当社の事業内容・事業環境、本経営統合を提案するに至っ

た検討過程、本経営統合後に想定している施策の内容、本経営統合によって見込まれ

るシナジーその他の影響の内容、本経営統合後の経営体制の方針、合併比率の前提と

なる当社の事業計画の内容及び策定手続等について説明を受け、質疑応答を行いまし

た。 

また、ＢＢＤイニシアティブの第三者算定機関である赤坂国際会計から、本合併に

おける合併比率の評価の方法及び結果に関する説明を受け、質疑応答を行った上で、

その合理性について検討いたしました。 

なお、本特別委員会は、ＢＢＤイニシアティブと当社との間における本合併に係る

協議・交渉の経緯及び内容等につき適時に報告を受けた上で、複数回に亘り交渉の方

針等について協議を行い、ＢＢＤイニシアティブに意見する等して、当社との交渉過

程に実質的に関与いたしました。 

本特別委員会は、上記過程を経て、本諮問事項に対して慎重に協議及び検討を重ね

た結果、（ⅰ）本合併により、①技術・プロダクト融合による新たな価値創出、②人材

リソースの統合による事業拡大、③財務基盤の強化などのシナジーを得られること、

現在の資本業務提携でこれらのシナジー効果を同程度に実現することは困難である



こと、これらのシナジーを明らかに上回るディスシナジーが生じるとは認められない

こと等から、本合併の目的は合理的と認められる旨、（ⅱ）本合併比率は市場株価平

均法のレンジの上限値であり、類似会社比較法及びＤＣＦ法のレンジの範囲内の水準

であること、公開買付けや株式交換等のスキームでは上記のシナジー効果を最大限に

発揮できないなど、スキーム選択において妥当性が認められること等から、本合併比

率を含む本合併に係る取引条件の公正性・妥当性は確保されている旨、（ⅲ）本合併

においては、ＢＢＤイニシアティブにおける本特別委員会の設置のほか、第三者算定

機関からの合併比率算定書の取得やフィナンシャル・アドバイザー及びリーガル・ア

ドバイザーからの助言の取得等の適切な公正性担保措置が講じられており、取引条件

の形成過程における独立当事者間取引と同視し得る状況の確保がなされていると評

価でき、本合併に係る交渉過程及び意思決定に至る手続の公正性が確保されている旨、

及び（ⅳ）（ⅰ）から（ⅲ）を踏まえ慎重に検討した結果、本合併の決定及び実施がＢ

ＢＤイニシアティブの一般株主にとって公正であると認められる旨が記載された答

申書を、2026年１月 26日付でＢＢＤイニシアティブ取締役会に対して提出しており

ます。なお、当該答申書において、ＢＢＤイニシアティブ特別委員会は、本合併にお

いて予定されている合併比率によると、本合併後において、ＢＢＤイニシアティブの

株主の一定数が当社の単元未満株主となることが想定されるものの、①本合併比率自

体、ＢＢＤイニシアティブの第三者算定機関である赤坂国際会計による合併比率の算

定結果に照らして合理性があると評価できること、②会社法の定めに基づき、当社に

対して単元未満株式の買取りを請求することができ、流動性を確保できること、③剰

余金配当等を通じて本合併による企業価値の向上による経済的利益を享受できるこ

と、④本合併に係る交渉過程及び意思決定に至る手続の公正性が認められること等を

総合的に考慮すると、このことをもって直ちに本合併比率が不当であると判断するこ

とは妥当でないと考えられる旨の意見を示しております。 

 

⑥ 当社における利害関係を有する取締役を除く取締役全員の承認 

本日開催の当社取締役会では、本合併と利害関係を有しない取締役６名及び監査等

委員である取締役３名（うち社外取締役３名）により審議の上、その全員一致により

本合併契約を締結することについて承認可決されております。 

 

⑦ ＢＢＤイニシアティブにおける利害関係を有する取締役を除く取締役全員の承認 

本日開催のＢＢＤイニシアティブ取締役会では、本合併と利害関係を有しない取締

役３名及び監査等委員である取締役３名（うち社外取締役３名）により審議の上、そ

の全員一致により本合併契約を締結することについて承認可決されております。 

 

３．吸収合併存続会社の資本金及び準備金の額の相当性に関する事項 

本合併に際して増加すべき当社の資本金及び準備金の額については、会社計算規則第

35 条又は第 36 条に定めるところに従って、当社が決定いたします。当該額については、

機動的な資本政策の観点から相当であると判断される額といたします。 

  



別紙３ 

 

事  業  報  告 
  

（ 2024 
2025 

年 
年 

10 
９ 

月 
月 

１ 
30 

日から 
日まで ） 

 

１．企業集団の現況 

(1) 当連結会計年度の事業の状況 

① 事業の経過及び成果 

当社グループは「ありがとうをX-Tech（クロステック）する」を経営理念に、

「DigitalInclusion（デジタルインクルージョン）～テクノロジーを通じて、世界中の

人々が参加し、平等に利益を受ける機会を提供することで社会に希望を与える～」を

ビジョンに掲げ、企業の人手不足をデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）で補

うべく、営業活動の自動化を中心とした業務の自動化・自律化をSaaS・AIで支援して

おります。 

当社グループを取り巻く環境は、中堅・中小企業においてもテレワークが定着し、

デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）への機運の高まりによる営業ＤＸ化が加

速してまいりました。さらに、高度な対話型AIである「Chat GPT」をはじめとする大

規模言語モデルによる技術革新が進展し、AIを活用することによる労働集約的業務・

単純作業の自動化への需要も拡大しております。社会的課題である生産労働人口の減

少に伴うＩＴ人材不足への懸念とＩＴ人材の採用困難性が増加している状況におい

て、当社グループの提供サービスへの需要は、より一層高まっているものと認識して

おります。 

このような状況下において、当社はＤＸによる企業活動支援を積極的に推進するた

め、中堅・中小企業のＤＸを支援する経営資源に絞り、成長性又は収益性が低い不採

算事業・サービスからの撤退等、事業の選択と集中に取り組んでまいりました。 

また、2025年8月より株式会社ヘッドウォータースとの資本業務提携を皮切りに、

中堅・中小企業を支援する「ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）」から「Ａ

Ｘ（ＡＩトランスフォーメーション）」に大きく舵を切り、ソフトウェア提供型サー

ビスからAI提供型サービスへ、従来の「機能提供モデル」から「顧客が蓄積する利用

データをAI学習資産として活かすモデル」へ大きく事業モデルを変革することとしま

した。 

具体的には企業の売上・生産性向上への貢献を可能にする統合型ＳＦＡ／ＣＲＭク

ラウドサービス「KnowledgeSuite(ナレッジスイート)」を中心とした中堅・中小企業

向けＳａａＳシェア拡大、サブスクリプションビジネス拡大に加え、生成AIネイティ

ブアプリに進化した次世代型SFA/CRM「Knowledge Suite＋（ナレッジスイートプラ

ス）」を順次サービスリリースいたしました。 

また、ＢＰＯ事業セグメントは、ＩＴ人材の確保と教育を強化し、高単価かつ高採

算のプロジェクト案件の獲得に成功いたしました。 

 

以上の結果、当連結会計年度の経営成績は、売上収益は4,399,466千円（前期比6.6%

増）、営業損失は351,803千円（前連結会計年度は営業利益285,497千円）、税引前当

期損失は370,955千円（前連結会計年度は税引前当期利益266,583千円）、親会社の所

有者に帰属する当期損失は377,478千円（前連結会計年度は親会社の所有者に帰属す



る当期利益164,727千円）となりました。 

 

セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

（ＤＸセグメント） 

当セグメントは、ＢｔｏＢ向け営業支援ＳａａＳビジネスアプリケーション

「Knowledge Suite(ナレッジスイート)」を中心とした自社開発ＳａａＳプロダクト

の提供及び顧客企業をカスタマーサクセスへ導く導入支援コンサルティングサービ

スである「セールステック事業」、ＢｔｏＢ向けマーケティング支援サービスを提供

する「マーテック事業」、及び俳優等のタレント肖像をサブスクリプションで提供す

る広告体験サービスの「タレントテック事業」で構成されています。 

  

当連結会計年度においては、販売パートナーの新規開拓活動及び深耕活動による拡

販支援、効率の高い展示会への積極的な参加等によるマーケティング・プロモーショ

ン活動に注力しつつ、新たに立ち上げたインサイドセールス体制及び全国に拡大して

いる販売パートナーの強化による、リード（見込み顧客）獲得の拡大を図るなど販売

チャネル強化を進めてまいりました。その他「Knowledge Suite」と高い相乗効果を

発揮するBtoB営業リスト作成サービス「Papattoクラウド」等、グループ会社及び提

携先パートナーによるＲＰＡサービス等の同時提案やクロスセルといった取り組み

を推進しました。 

第４四半期より生成AIネイティブアプリ「Knowledge Suite＋（ナレッジスイート

プラス）」を順次サービスリリースし、既存顧客へのクロスセルによる積上増収を見

込んでおりましたが、既存顧客への販売体制構築の遅れにより販売開始時期がずれ込

んだことにより、当期中の売上増加に寄与できず、「Knowledge Suite＋（ナレッジ

スイートプラス）」の開発コストを吸収できませんでした。 

また、当社グループの事業変革に向けて、顧客資産となる利用データの蓄積が難し

いサービス・事業、及び「AI as a Service」に関連しないSaaSプロダクトまたはサー

ビスからの撤退を行うため、該当する事業の一時的な減損損失を計上いたしました。 

ＳａａＳ売上収益は前年同期比103.2%増、グループサブスク ＡＲＲ（※1）は1,662

百万円となりました。 

これらの結果、売上収益は2,149,326千円（前期比0.9%増）、セグメント損失は

110,706千円（前連結会計年度はセグメント利益526,420千円）となりました。 

 

グループサブスクＡＲＰＡ推移 

 2024年９月期末 2025年９月期末 

ＡＲＰＡ（円） 471,350 509,166 

 

※1 グループサブスク ＡＲＲ：ＯＥＭを除く当社グループが提供する全て 

  のＳａａＳ・サブスクリプションサービスにおける各四半期末時点の 

  ＭＲＲの12倍で算出。 

  ＡＲＲはAnnual Recurring Revenueの略。年次経常収益。 

  ＭＲＲはMonthly Recurring Revenueの略。月間経常収益。 

 

（ＢＰＯセグメント） 



当セグメントは、顧客企業へＩＴ人材によるシステム開発サービス（ＳＥＳ/システ

ムエンジニアリングサービス）を提供する「ディープテック事業」を中心に展開して

おります。 

当連結会計年度においては、引き続き高いＩＴ人材需要を背景に積極的な営業活動

を進め、ＩＴ人材不足による新規開発プロジェクト案件が増加し、ＳＥＳ売上収益は

前期比15.5%増となりました。 

これらの結果、売上収益は2,250,139千円（前期比12.7%増）、セグメント利益は

372,166千円（前期比49.2%増）となりました。   



事業別売上収益 

事 業 区 分 

第 ２ 期 
（2024年９月期） 
（前連結会計年度） 

第 ３ 期 
（2025年９月期） 
（当連結会計年度） 

前連結会計年度比 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 

ＤＸセグメント 2,130,866 千円 51.6 ％ 2,149,326 千円 48.9 ％ 18,460 千円 0.9 ％ 

ＢＰＯセグメント 1,996,759  48.4  2,250,139  51.1  253,379  12.7  

合     計 4,127,625  100.0  4,399,466  100.0  271,840  6.6  
  
（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

  ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

② 資金調達の状況 

 当社は、金融機関と借入契約を行い330,000千円の調達を行いました。 

③ 設備投資の状況 

当連結会計年度の設備投資については、設備投資の総額は201,045千円であり、主
なものは、クラウドサービスの新機能ソフトウエアの開発194,622千円であります。 

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況 

 該当事項はありません。 

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況 

 該当事項はありません。 

⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況 

 該当事項はありません。 

⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況 

 該当事項はありません。 

   



(2) 財産及び損益の状況 
 

区     分 
第 １ 期 

(2023年９月期) 
第 ２ 期 

(2024年９月期) 

第 ３ 期 
(当連結会計年度) 
(2025年９月期) 

売上収益 (千円) 3,570,969 4,127,625 4,399,466 

営業利益 (千円) 22,577 285,497 △351,803 

親会社の所有者に 
帰属する当期利益 

(千円) 29,999 164,727 △377,478 

基本的１株当たり当期利
益 

(円) 5.75 31.22 △63.60 

資産合計 (千円) 3,746,996 4,133,240 3,989,128 

資本合計 (千円) 1,091,309 1,280,360 1,758,216 

１株当たり親会社 
所有者帰属持分 

(円) 206.84 242.26 287.29 

（注）１．IFRSを適用して連結計算書類を作成しております。 
   ２．△は損失を示しております。 
 

(3) 重要な親会社及び子会社の状況 

① 親会社の状況 

 該当事項はありません。 

 

② 重要な子会社の状況 
 

会社名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容 

ブルーテック株式会社 100,000 千円 100.0 ％ セールステック事業 

株式会社アーキテクトコア 10,000  100.0  ディープテック事業 

ネットビジネスサポート株式会社 3,000  100.0  マーテック事業 

ブーストマーケティング株式会社 59,000  100.0  タレントテック事業 

株式会社ＲｏｃｋｅｔＳｔａｒｔｅｒ 10,000  100.0  
インサイドセールス
支援、新規アポイント
獲得支援事業 

 
（注） 当事業年度の末日における特定完全子会社の状況は、次のとおりであります。 

   



１．特定完全子会社の名称 ブルーテック株式会社 

特定完全子会社の住所 東京都港区虎ノ門三丁目18番19号 

当社及び当社の完全子会社における特定完全子会社
の株式の帳簿価額 595,509千円 

２．特定完全子会社の名称 株式会社アーキテクトコア 

特定完全子会社の住所 東京都港区虎ノ門三丁目18番19号 

当社及び当社の完全子会社における特定完全子会社
の株式の帳簿価額 

717,015千円 

当社の総資産額 2,221,860千円 

 

(4) 対処すべき課題 

 当社が対処すべき課題は、以下の項目と認識しております。 

① ＡＩを中心としたサービスシェア・収益力の拡大 

当社グループは、これまで継続的かつ安定的に収益を確保できるサブスクリプシ
ョンモデルの中堅・中小企業向けＤＸ支援を主力事業としておりましたが、技術進
化によるニーズへの対応と持続的な事業成長の実現に向けて、ＳａａＳベンダーか
らＡＩベンダーへ進化し、高い付加価値とシナジーを発揮するＡＩプロダクト・サ
ービス開発を今後積極的に進めてまいります。 

② ＡＩ人材の確保と育成 

当社グループは、顧客企業のニーズをタイムリーに製品・サービスに反映させる
ことで、他製品・サービスとの差別化を図ってまいりました。将来にわたり顧客企
業から支持されるには、販売・サポート体制に加え、ＡＩ技術を中心とした質の高
い技術開発体制の構築が重要であると認識しております。このため、即戦力として
の中途採用と中長期的な事業拡大に不可欠な新卒採用を、積極的に進めてまいりま
す。 

また、優秀な人材の確保及び維持のために、働きやすい環境整備や人事制度の構
築、ＡＩに関連する教育・研修などを積極的に進めてまいります。 

③ サービス開発力の強化 

顧客企業に当社グループのサービス・プロダクトを継続的にご利用いただくため
に、顧客のニーズや潜在的な要望を的確に捉え、機能優位性を維持する先端技術を
積極的に取り入れた開発技術体制が求められております。このため、ＡＩを中心と
した優秀なエンジニアの確保に加え、グループシナジーを通じたエンジニア交流等、
開発リソースの確保に努めてまいります。 

④ コーポレート・ガバナンス体制の強化 

 当社グループが継続的な成長を続けることができる企業体質の確立に向け、コー
ポレート・ガバナンスの更なる強化が重要な経営課題の一つであると認識しており
ます。その強化への取り組みを推進し、株主、従業員、取引先等全てのステークホ
ルダーに対し経営の適切性、健全性を最大限に発揮してまいります。 

 

(5) 主要な事業内容（2025年９月30日現在） 
 

事  業  区  分 事    業    内    容 

ＤＸセグメント ＳａａＳ開発、販売、コンサルティング 

ＢＰＯセグメント 
システムエンジニアリングサービス 
ＷＥＢマーケティング、各種システム受託開発・保守 

 



(6) 主要な営業所及び工場（2025年９月30日現在） 

① 当社 
 

本社 東京都港区 

 

② 子会社 
 

ブルーテック株式会社 

本社（東京都港区） 

ＤＸセンター（東京都港区） 

Ｒ＆Ｄセンター（東京都港区） 

中部営業所（愛知県名古屋市） 

関西営業所（大阪府大阪市） 

九州営業所（福岡県福岡市） 

株式会社アーキテクトコア 本社（東京都港区） 

ネットビジネスサポート株式会社 本社（東京都港区） 

ブーストマーケティング株式会社 本社（東京都港区） 

株式会社ＲｏｃｋｅｔＳｔａｒｔｅｒ 本社（東京都港区） 

   



(7) 使用人の状況（2025年９月30日現在） 

① 企業集団の使用人の状況 
 

事業区分 使用人数 前連結会計年度末比増減 

ＤＸセグメント 98（6）名 △4（△7） 

ＢＰＯセグメント 104（13）名 △2（△1） 

全社（共通） 13（1）名 △5（1） 

合計 215（20）名 △11（△7） 

 

（注）１．使用人数は就業人員であり、臨時雇用者数（契約社員、パート及び人材会社か
らの派遣社員）は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

２．全社（共通）として記載している使用人数は、特定の事業に区分できない管理
部門に所属している者であります。 

 

② 当社の使用人の状況 
 

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数 

10(1) 名 10 名 35.9 歳 5.6 年 

 

(8) 主要な借入先の状況（2025年９月30日現在） 
 

借入先 借入額 

株式会社りそな銀行 333,360 千円 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 300,000 千円 

株式会社静岡銀行 189,998 千円 

株式会社商工組合中央金庫 186,000 千円 

 

（注） 当社は、取引金融機関との当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結して
おります。当連結会計年度末における借入未実行残高は、以下のとおりであります。 

契約の総額 700,000 千円 

借入実行残高 500,000 千円 

差引未実行残高 200,000 千円 

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項 

該当事項はありません。   



２．会社の株式に関する事項（2025年９月30日現在） 

(1) 発行可能株式総数  17,099,200 株 

(2) 発行済株式の総数 普通株式 6,120,221 株  
(3) 株主数 4,320 名 

(4) 大株主 
 

株主名 持株数 持株比率 

株式会社ヘッドウォータース 1,599,100 株 26.13  ％ 

稲葉 雄一 1,375,747  株 22.48 ％ 

インフィニティアセットマネジメント株式会社 300,786 株 4.91  ％ 

柳沢 貴志 214,100  株 3.50  ％ 

飯岡 晃樹 182,233  株 2.98  ％ 

飯沼 達也 129,200  株 2.11  ％ 

株式会社ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ 103,000 株 1.68 ％ 

稲葉 貴美子 70,000 株 1.14  ％ 

米田 幸雄  30,700  株 0.50  ％ 

宮地 晃照 20,000  株 0.33  ％ 

 

（注）１．発行済株式の総数には自己株式296株が含まれております。 

 ２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。 

３．当期中に職務執行の対価として役員に交付した株式の状況 

当社は、当社の社外取締役を除く取締役に対して、株式保有を通じて株主との
価値共有を高めることにより、企業価値の持続的な向上を図ることを目的に、
譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 

・取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計 

区分 株式数（株） 交付対象者数（人） 

取締役 － － 

取締役 
（監査等委員） 

－ － 

(5) その他株式に関する重要な事項 

 該当事項はありません。   



３．新株予約権に関する事項 

(1) 当事業年度末において当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予
約権等の状況 

 該当事項はありません。 
  

(2) 事業年度中に使用人等に対して職務執行の対価として交付された新株予約権等に関
する事項 

 該当事項はありません。 

 

４．会社役員に関する事項 

(1) 取締役の氏名等（2025年９月30日現在） 
 

会社における地位 氏   名 担当及び重要な兼職の状況 

代表取締役社長グルー
プCEO 

稲 葉 雄 一 
ブーストマーケティング株式会社 取締役 

株式会社イタミアート 社外取締役 

取締役 柳 沢 貴 志 

ブルーテック株式会社 監査役 

株式会社アーキテクトコア 監査役 

株式会社ＲｏｃｋｅｔＳｔａｒｔｅｒ 代表
取締役社長 

ブーストマーケティング株式会社 取締役 

株式会社インプリム 監査役 

取締役グループCFO 佐 藤 幸 恵 
ブルーテック株式会社 取締役 

株式会社アーキテクトコア 取締役 

取締役 

（監査等委員） 
伊香賀 照 宏 

ｔｉｍｅｌｉｌｙ株式会社 代表取締役社長 

国土緑化株式会社 監査役 

取締役 

（監査等委員） 
和 田 信 雄 ― 

取締役 

（監査等委員） 
三 浦 謙 吾 

銀座高岡法律事務所 弁護士 

ＢＷシステム株式会社 社外取締役 

（注）１．当社は、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を
実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監
査等委員を選定しておりません。 

２．取締役（監査等委員）伊香賀照宏氏、和田信雄氏及び三浦謙吾氏は、会社法第 
２条第15号に規定する社外取締役であります。 

３．当社は、取締役（監査等委員）伊香賀照宏氏、和田信雄氏及び三浦謙吾氏を東
京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており
ます。 

４．伊香賀照宏氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計並びに企業経営に
関する相当の知見と経験を有しております。 

     ５．三浦謙吾氏は、弁護士として法律に関する高度な専門知識を有しております。 
 

(2) 責任限定契約の内容の概要 

当社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを
除く。）との間に、職務を行うにつき善意かつ重大な過失がなかったときは、同法第423
条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めてお
ります。 

これに基づき、当社は、各取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に、
会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する



契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が定める額として
おります。 

 

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要 

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と
の間で締結しており、被保険者が負担することになる損害賠償金及び訴訟費用等の損害
を当該保険契約により補填することとしております。 

 当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役（監査等委員である取締役含む）
及び当社連結子会社の取締役、監査役であり、全ての被保険者について、その保険料を
全額当社が負担しております。 

  

 (4) 当事業年度に係る取締役の報酬等の額 

 当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し
ております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報
酬委員会へ諮問し、答申を受けております。 

① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項 

 当社は、経営目標の達成と持続可能な企業価値の向上を図るインセンティブとし
て十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決
定に際しては役位及び職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としていま
す。具体的な報酬の内容については、株主総会で決議された限度額の範囲内で、取
締役会の諮問機関である指名報酬委員会で審議を行い、その答申に基づいて取締役
会にて報酬構成・水準・総額上限等を決定しています。なお、業務執行取締役の報
酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、社外取締役監査等委
員については、基本報酬のみとしています。また、取締役の報酬水準は、社会情勢
や市場水準、他社との比較等を考慮のうえ、当社における経営の意思決定及び監督
機能を十分に発揮するための対価として相応しい水準を設定する方針としています。 

1)報酬等の額またはその算定方法の決定方針 

監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の額については、取締役の役位及び
求められる職責（代表取締役及び業務執行取締役については能力及び成果を含
む。）に応じて、他社水準、当社の業績を考慮しながら、諸般の事情を総合的に
勘案して決定しています。 

社外取締役監査等委員の報酬等については、常勤・非常勤の別、監査業務の分
担の状況、取締役の報酬等の内容及び水準等を考慮し、監査等委員の協議をもっ
て各監査等委員が受ける報酬等の額を決定しています。 

2)非金銭報酬等がある場合には、その内容及び非金銭報酬等の額もしくは数また
はその算定方法の決定方針 

当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主
の皆様との一層の価値共有を進めるため、監査等委員でない取締役に対して、非
金銭報酬として譲渡制限付株式（株式割当数の総数は毎事業年度の当社の普通株
式30,000株を上限、譲渡制限期間は3～10年間までとし、当社または当社子会社
の取締役、執行役員若しくは従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、
割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解
除する。）を付与するものとし、金額、株式付与数は当社の業績、各対象取締役
の職責等諸般の事情を総合的に勘案して決定しています。 

3)報酬等の種類ごとの割合の決定方針 

種類別の報酬割合については、当社と同様の業態・従業員規模に属する企業の
報酬水準等を踏まえ、当社の特性を考慮した上で基本報酬額をベースとして定め、
その役位・職責・業績等を考慮し、非金銭報酬等の割合について指名報酬委員会
にて検討しています。 



社外取締役監査等委員の役員報酬は、基本報酬（固定金銭報酬）のみで構成す
ることとしています。 

② 取締役の報酬等についての株主総会の決議による定めに関する事項 

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬の額は、2023年12月26日
開催の定時株主総会において、年額200百万円以内（ただし、使用人分給与は含ま
ない。）と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の員数は３名（うち社外取締役０名）であります。 

また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対しては、2023年12月26日
開催の定時株主総会において、上記の報酬等の額とは別枠で、取締役(監査等委員で
ある取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬債権額の
総額を年額30百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいて
おります。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）
の員数は３名（うち社外取締役０名）であります。 

監査等委員である取締役の報酬限度額は、2023年12月26日開催の定時株主総会に
おいて、年額30百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点
の監査等委員である取締役の員数は３名（うち社外取締役３名）であります。 

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項 

 当事業年度においては、2024年９月22日開催の取締役会における委任決議に基
づき、代表取締役社長 稲葉雄一氏が、各取締役の使用人兼務取締役の使用人分給与
を除いた具体的な月額報酬の金額を決定しております。 

代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担
当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。 

当社は、代表取締役社長に委任された権限が適切に行使されるようにするための
措置として、2024年１月に、代表取締役社長である稲葉雄一氏を委員長とし、社外
取締役（監査等委員）である伊香賀照宏、和田信雄、三浦謙吾の４名で構成され、
社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会を設置いたしました。指名報酬委員会
では、代表取締役社長が決定した取締役の個人別の報酬等の内容と、報酬決定方針
との整合性を含めた検討を行い、取締役会に対して答申します。 

④ 取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断し
た理由 

取締役の個人別の報酬等の額の決定方針については、社外取締役を過半数とする
指名報酬委員会に一任し、またその結果について監査等委員会へ諮問し同意を得る
措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されているこ
とから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、公正な決定がされてい
ると判断しております。 

⑤ 取締役の報酬等の総額等 
  

役員区分 

報酬等の 

総額 

(千円) 

報酬等の種類別の総額(千円) 
対象となる 

役員の員数 

(人) 基本報酬 賞与 
譲渡制限付
株式報酬 

取締役（監査等委員を除く） 

(うち社外取締役) 
65,802 

(－) 

65,802 
(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

3 
(－) 

取締役（監査等委員） 

(うち社外取締役) 
6,300 

(6,300) 

6,300 
(6,300) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

3 
(3) 

   



(5) 社外役員に関する事項 

① 他の法人等の業務執行者との重要な兼職に関する事項 

取締役（監査等委員）伊香賀照宏氏は、timelily株式会社の代表取締役社長であり

ます。また、同氏は国土緑化株式会社の監査役でありますが、当社と兼職先との間

には特別の関係はありません。 

取締役（監査等委員）三浦謙吾氏は、銀座高岡法律事務所の弁護士、ＢＷシステ

ム株式会社の社外取締役でありますが、当社と兼職先との間には特別の関係はあり

ません。 

② 当事業年度における主な活動状況 
 

区   分 氏   名 出 席 状 況 及 び 発 言 状 況 等 

取締役 
（監査等委員） 

伊香賀 照 宏 

当事業年度に開催された取締役会13回すべてに出席し、監査等委員会
13回すべてに出席いたしました。公認会計士及び税理士としての専門
的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための
発言を行っております。また、監査等委員会において、当社の会計分
野について適宜、必要な発言を行っております。 

取締役 
（監査等委員） 

和 田 信 雄 

当事業年度に開催された取締役会13回すべてに出席し、監査等委員会
13回のうち12回に出席いたしました。豊富な事業部門責任者及び経営
者の見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適
正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会に
おいて、監査結果についての意見交換等、当社の内部統制システム並
びに内部監査について適宜、必要な発言を行っております。 

取締役 
（監査等委員） 

三 浦 謙 吾 

当事業年度に開催された取締役会13回すべてに出席し、監査等委員会
13回すべてに出席いたしました。弁護士として法律に関する専門的見
地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言
を行っております。また、監査等委員会において、監査結果について
の意見交換等、専門的見地から適宜、必要な発言を行っております。 

   



５．会計監査人に関する事項 

(1) 会計監査人の名称     太陽有限責任監査法人 

 

(2) 報酬等の額 
 

 報 酬 等 の 額 

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 33,700 千円 

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利
益の合計額 33,700   

 

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品
取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区
分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合
計額を記載しております。 

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び
報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったう
えで、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。 

 

(3) 非監査業務の内容 

 該当事項はありません。 

 

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

 監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると
認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨及び解任の理由を解任後
最初に招集される株主総会において報告いたします。 

 また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案し、
会計監査人を交代することにより、当社にとってより適切な監査体制の整備が可能であ
ると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議
案の内容を決定いたします。 

 

(5) 会計監査人が受けた過去２年間の業務の停止の処分に関する事項 

金融庁が2023年12月26日付で発表した業務停止処分の概要 

① 処分対象 

 太陽有限責任監査法人 

② 処分内容 

契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月（2024年１月1日から同年３月31日ま
で。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新
や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。） 

③ 処分理由 

他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である２名の公認会計士が、
相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したた
め。  

 

(6) 責任限定契約の内容の概要 

 該当事項はありません。 

 

６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況 

 当社は、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を多年度にわたる持続的取り組
みの基本方針と捉え、毎事業年度に見直しを行っております。 

 当事業年度におきましては、当社の内部統制システムの整備・運用状況を当社の内部監



査担当がモニタリングし、改善を行いました。また、当社及び当社子会社の取締役及び使
用人に対してコンプライアンスに対する意識の向上を図るため、社内研修及び会議体での
説明を行い、法令及び定款を遵守するための教育を実施いたしました。 

 内部監査担当と監査等委員会は、監査の有効性を高めるため、四半期及び期末決算期に
おいて十分な意見交換を行い、適宜互いの監査内容の報告をするなど積極的な連携に努め
ました。 

 

 取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の
業務の適正を確保するための体制について、以下の体制を整備しております。 

(1) 当社及び当社子会社（以下、「当社グループ」という。）の取締役及び使用人の職務
の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

① 当社は、当社グループの取締役及び使用人の職務の執行に関する法令等の適合性に
ついて、当社の内部監査、監査等委員会監査等の実施により確認し、必要に応じて
是正措置を講じております。 

② 当社は、当社グループにおける企業倫理、法令遵守の推進及び徹底のため、当社グ
ループの役職員が遵守すべき行動規範として「コンプライアンス規程」を制定して
おります。 

③ 当社グループの法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実の社内報
告体制については、「グループ会社管理規程」及びその他の当社社内規程に従い、
その運用を行っております。 

④ 当社グループの取締役及び使用人は、当社グループの役職員に内部通報制度を周知
させるとともに通報者の匿名性を最大限確保し、経営陣から独立した窓口を設け、
内部通報制度の実効性を高めております。 

(2) 当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

① 当社は、「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書等で記録し、
保存期間を定め適切に保存、管理しております。 

② 取締役は、これらの文書を常時閲覧することが可能となっております。 

(3) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

① 当社グループは、サービスの品質と安全性の確保を最優先に、お客様、取引先、株
主・投資家、地域社会、地球環境等の各ステークホルダー及び役職員の利益を阻害
する要因の除去・軽減に努め、事業の継続・安定的発展を確保していくことをリス
クマネジメントの基本方針としております。 

② 当社の内部監査担当は、当社グループにおける個別のリスクマネジメント上の課題
への対策についてその実施状況及び実効性等を監査し、代表取締役社長へ報告して
おります。 

(4) 当社グループの取締役の職務執行が効率的に行われていることを確保するための体
制 

① 取締役会は原則毎月１回開催するほか必要に応じて機動的に開催し、経営上の重要
事項を決議するとともに、各取締役が報告する業務執行の状況を監督しております。
また、「グループ会社管理規程」に基づき、子会社の経営上重要な協議事項の審議
及び決議を行うとともに、子会社の取締役に対する指導、助言を行っております。 

② 執行役員制度を採用し、柔軟かつ効率的な業務執行を図っております。 

③ 取締役会における意思決定を迅速に行い、また業務執行を適時的確に行うために、
必要に応じて業務執行取締役及び執行役員で構成される「経営会議」を開催し、経
営方針や経営戦略等に関する協議及び意思決定に必要な情報共有を積極的に行っ
ております。 

④ 取締役を含む業務執行全般の効率的な運営を図るべく、「組織規程」及び「職務権
限規程」において業務分掌・職務権限を定め、各職位の責任・権限を明確にし、「取
締役会規程」、「稟議規程」等の機関決定に関する規程を定め、決裁権限及び手続
を明確にしております。 



⑤ 事業計画や予算を策定し、全社及び各部署の目標を定め、これに基づき管理してお
ります。 

(5) 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

① 当社及び当社子会社における情報の共有化、指示の伝達等が効率的に行われる体制
を構築するとともに、状況に応じて適切な管理を行っております。 

② 当社は、「グループ会社管理規程」に基づき、子会社に対して業務執行状況・財務
状況等を定期的に報告させ、重要な意思決定及び事業活動に重要な影響を及ぼす事
項について適時適切な報告をさせる体制を整備しております。 

③ 当社は、「内部監査規程」を定め、内部監査担当は、当社のほか、子会社の業務全
般にわたって監査を行い、その結果を当社代表取締役社長及び監査等委員会に報告
しております。 

(6) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人及びその使用人の独立性並びにその使用人
に対する実効性の確保に関する事項 

① 当社は、監査等委員会がその職務を補助すべき使用人（以下、「監査等委員会補助
者」という。）を置くことを求めた場合には、監査等委員会補助者の配置を取締役
会に要請することを可能としております。 

② 監査等委員会より監査等委員会の補助の要請を受けた使用人は、取締役及び上長な
どの指揮・命令は受けない体制としております。 

(7) 当社グループの取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の
監査等委員会への報告に関する体制 

① 当社は、監査等委員会がその職務を遂行するために必要と判断するときにはいつで
も取締役及び使用人に報告を要請することを可能としております。 

② 当社グループの取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
があることを発見したときは、ただちに監査等委員会に報告することとしておりま
す。 

③ 内部監査担当は、内部監査の計画及び結果を監査等委員会に報告しております。 

④ 当社は、監査等委員会に報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由とし
て、不利な取扱いを行うことを禁止しております。 

(8) その他監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制 

① 監査等委員会は、代表取締役社長との意見交換会の開催や重要な会議への出席によ
り、経営方針、経営課題に関する事項等について意思の疎通を図り、効果的な監査
業務の遂行を図っております。 

② 監査等委員会は、内部監査担当、会計監査人との連携を図り、監査の重点項目や監
査結果等について情報の共有に努め、監査業務の実効性、効率性を高めております。 

③ 監査等委員会は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、
公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができるとしております。 

(9) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

① 当社は、当社グループに適用する「反社会的勢力対策規程」を制定し、社会の秩序
や企業の健全な活動に脅威をもたらす反社会的勢力及びこれに類する団体とは取
引先も含めて一切の関係をもたず、反社会的勢力からの不当要求等に対しては、外
部専門機関等と連携し、毅然とした姿勢で対応することとしております。 

② 当社は、「反社会的勢力対策規程」に基づき、顧問弁護士及び関係行政機関との連
携を密にし、グループ内の情報展開を行っております。 

(10) 財務報告の信頼性を確保するための体制 

① 当社は、財務報告の信頼性を確保するため、各種社内諸規程の整備や業務プロセス
の整備を行い、内部統制システムの構築に取り組んでおります。 

② 監査等委員会は、内部統制報告書を監査し、取締役は財務報告に係る内部統制の継
続的な改善を図っております。 

(11) ＩＴへの対応 

① ＩＴへの投資は、各部門からの要望と事業計画を照らして実施計画を立案しており



ます。 

② 経営者は、システムを利用した業務手続きと手作業による業務手続きの特長を把握
し、いずれの統制が合理的かつ有効であるかを検討し、選択しております。 

 

７．会社の支配に関する基本方針 

 当社は現時点で、当該「基本方針」及び「買収への対応方針」につきましては、特に定
めておりません。 

 一方で、大量株式取得行為のうち、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さないもの
については適切な対応が必要と考えており、今後の法制度の整備や社会的な動向を見極め
つつ、慎重に検討を進めてまいります。 

 

８．剰余金の配当等の決定に関する方針 

 当社は、設立より財務体質及び競争力の強化を経営の重要課題として位置付けており、
内部留保の充実を図り、事業により生み出されたキャッシュ・フローを事業拡大のための
投資に優先して振り向けることが、企業価値の向上を通じて株主に対する最大の利益還元
につながるものと考えております。 

 このような考えのもと、株主への利益還元も重要課題であると認識しており、経営成績
及び事業計画等を総合的に勘案し、株主への利益還元を実施していくことを基本方針とし
ております。 

 なお、当社の剰余金の配当につきましては、会社法第４５９条第１項各号に定める事項
について法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができ
る旨を定款に定めております。また、期末配当の基準日は、毎年９月30日、中間配当は、
毎年３月31日を基準日としております。   



連 結 財 政 状 態 計 算 書 
 

（2025年９月30日現在） 

（単位：千円）  

資  産  負  債 

科    目 金  額  科    目 金  額 

（流動資産） 2,020,870  （流動負債） 1,647,291 

現金及び現金同等物 1,361,891  営業債務及びその他の債務 219,395 

営業債権及びその他の債権 531,079  契約負債 81,662 

棚卸資産 49  有利子負債 865,158 

その他の金融資産 35,416  リース負債 95,158 

その他の流動資産 92,432  未払法人所得税等 103,994 

   引当金 80,011 

   その他の流動負債 201,911 

（非流動資産） 1,968,258  （非流動負債） 583,620 

有形固定資産 40,356  有利子負債 466,125 

使用権資産 199,155  リース負債 83,240 

のれん 628,060  引当金 23,757 

無形資産 827,839  繰延税金負債 10,498 

その他の金融資産 66,160  負債合計 2,230,911 

繰延税金資産 206,685  資  本 

   （親会社の所有者に帰属する持分） 1,758,216 

   資本金 1,176,526 

   資本剰余金 713,554 

   利益剰余金 △119,252 

   自己株式 △86 

   その他の資本の構成要素 △12,524 

   資本合計 1,758,216 

資 産 合 計 3,989,128  負債及び資本合計 3,989,128 
 
（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。   



連 結 損 益 計 算 書 
 

（2024年10月１日から2025年９月30日まで） 
（単位：千円）  

科     目 金     額 

売上収益 4,399,466 

売上原価 2,729,023 

売上総利益 1,670,442 

販売費及び一般管理費 1,465,988 

その他の収益 178,782 

減損損失 731,662 

その他の費用 3,377 

営業損失 351,803 

金融収益 1,567 

金融費用 20,718 

税引前当期損失 370,955 

法人所得税費用 6,523 

当期損失 377,478 

  

当期損失の帰属  

親会社の所有者 377,478 
 
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。   



連結持分変動計算書 

 

（2024年10月１日から2025年９月30日まで） 
（単位：千円） 

 

 

親会社の所有者に帰属する持分 

資本合計 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
その他の資本

の構成要素 
合計 

2024年10月１日残高 734,016 285,819 258,225 △20 2,319 1,280,360 1,280,360 

当期損失   △377,478   △377,478 △377,478 

その他の包括利益   －  △12,649 △12,649 △12,649 

当期包括利益合計 － － △377,478 － △12,649 △390,128 △390,128 

剰余金の配当  △36,931    △36,931 △36,931 

新株の発行 

(新株予約権の行使） 
442,509 442,509   △2,194 882,824 882,824 

自己株式の取得    △65  △65 △65 

株式報酬取引  22,157    22,157 22,157 

所有者との取引額等合計 442,509 427,735 － △65 △2,194 867,984 867,984 

2025年９月30日残高 1,176,526 713,554 △119,252 △86 △12,524 1,758,216 1,758,216 

 
（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

   



連結注記表 

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

１．連結計算書類の作成基準 

 当社グループの連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国際会計
基準（以下「IFRS」という。）に準拠して作成しております。なお、同項後段の規定によ
り、IFRSにより求められる開示項目の一部を省略しております。 

 

２．連結の範囲に関する事項 
連結子会社の数 ５ 社 

 主要な連結子会社は、ブルーテック株式会社、株式会社アーキテクトコア、ネットビジ
ネスサポート株式会社、ブーストマーケティング株式会社、株式会社RocketStarterであり
ます。 

 なお、前連結会計年度において連結子会社であったBizion株式会社は、2024年10月１日
付で連結子会社である株式会社RocketStarterを存続会社とする吸収合併により消滅して
おります。 

 

３．会計方針に関する事項 

(1) 企業結合 

 当社グループは、取得法に基づき企業結合の会計処理をしております。 

 取得対価は、被取得企業の支配と交換に譲渡した資産、引き受けた負債及び当社が発
行する資本性金融商品の取得日の公正価値の合計として測定しております。企業結合に
関連して発生する取引費用は発生時に費用処理しております。 

 取得対価が、取得した識別可能な資産及び引き受けた負債の取得日における公正価値
の正味の金額を超過する場合はのれんとして認識しております。 

 企業結合が生じた期間の末日までに企業結合の当初の会計処理が完了しない場合は、
暫定的な金額で会計処理を行っております。取得日から１年以内の測定期間において取
得日時点に存在した事実及び状況に関する新しい情報を入手した場合、暫定的な金額を
遡及修正しております。 

 

(2) 外貨換算 

 当社グループの連結計算書類は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており
ます。 

 機能通貨以外の通貨での取引は、取引日の為替レート又はそれに近似するレートで機
能通貨に換算しております。 

  

 (3) 金融商品 

① 金融資産 

（ⅰ）当初認識及び測定 

 当社グループは、金融資産を当該金融資産の契約当事者となった時点で当初認
識しております。 

 当初認識時において、すべての金融資産は公正価値で測定しておりますが、純
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類されない場合は、当該公正価値
に金融資産の取得に直接帰属する取引費用を加算した金額で測定しております。
純損益を通じて公正価値で測定される金融資産の取引費用は、純損益に認識して
おります。 

（ⅱ）分類及び事後測定 

 当社グループは、金融資産を、償却原価で測定する金融資産と、純損益又はその
他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類し、当初認識時にその
分類を決定しています。 

 当社グループが保有する金融資産のうち、次の条件がともに満たされる場合に
は、償却原価で測定する金融資産に分類しております。 

・契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的
とする事業モデルの中で保有されている。 



・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみである
キャッシュ・フローが所定の日に生じる。 

 償却原価で測定する金融資産については、当初認識後、償却原価で測定してお
ります。 

 また、償却原価で測定する金融資産以外の金融商品は、公正価値で測定する金
融資産に分類しています。公正価値で測定する金融資産は、その他の包括利益を
通じて公正価値で測定するか、純損益を通じて公正価値で測定するかを指定し、
継続的に適用しています。 

 公正価値で測定する金融資産のうち、その他の包括利益を通じて公正価値で測
定すると指定したものについては、公正価値の変動額をその他の包括利益として
認識しており、純損益を通じて公正価値で測定すると指定したものについては純
損益として認識しています。なお、当該資産からの配当金については、金融収益と
して認識しています。 

（ⅲ）金融資産の減損 

 償却原価で測定される金融資産等に係る減損については、当該金融資産に係る
予想信用損失に対して貸倒引当金を認識しております。 

 当社グループは、各報告日において、金融商品に係る信用リスクが当初認識以
降に著しく増大したかどうかを評価しております。 

 ただし、営業債権については、簡便的に過去の信用損失及び現在把握している
定性的な要因に基づいて、全期間の予想信用損失を認識しております。 

（ⅳ）金融資産の認識の中止 

 当社グループは、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が
消滅した場合、又は当社グループが金融資産を譲渡し、当該金融資産の所有に係
るリスクと経済価値のほとんどすべてを移転する場合に金融資産の認識を中止し
ております。 

 

② 金融負債 

（ⅰ）当初認識及び測定 

 当社グループは、金融負債を当該金融負債の契約当事者となった時点で当初認
識しております。 

 当初認識時において、すべての金融負債は公正価値で測定しておりますが、償
却原価で測定される金融負債については、公正価値から直接帰属する取引費用を
控除した金額で測定しております。 

（ⅱ）分類及び事後測定 

 当社グループは、金融負債を、償却原価で測定する金融負債と、純損益を通じて
公正価値で測定する金融負債に分類し、当初認識時にその分類を決定しています。 

 償却原価で測定される金融負債については、当初認識後、償却原価で測定して
おります。 

（ⅲ）金融負債の認識の中止 

 当社グループは、金融負債が消滅した時、つまり契約上の義務が免責、取消又は
失効となった時に、金融負債の認識を中止しております。 

③ 金融資産及び金融負債の表示 

 金融資産と金融負債は、残高を相殺する法的な権利を現在有し、かつ純額で決済す
るか、又は資産の実現と負債の決済を同時に実行する意図を有する場合にのみ相殺し、
連結財政状態計算書において純額で表示しております。 

 

(4) 現金及び現金同等物 

 現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であ
り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還
期限の到来する短期投資より構成されております。 

 

(5) 棚卸資産 

 棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額とのいずれか低い方の金額により測定して
おります。 



 棚卸資産の取得原価は、主として個別法に基づき算定しております。正味実現可能価
額は通常の事業過程における見積売価から、完成までに要する見積原価及び販売に要す
る見積費用を控除した額であります。 

 

(6) 有形固定資産 

 有形固定資産は、原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累
計額を控除した価額で表示しております。 

 取得原価には、資産の取得に直接付随する費用、解体・除去及び原状回復費用等の当
初見積額及び資産計上すべき借入費用等を含んでおります。 

 有形固定資産の減価償却費は、以下の見積耐用年数にわたり、主として定額法により
計上しております。 

・建物 8～18年 

・工具、器具及び備品 2～10年 

 見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は、各連結会計年度末に見直しを行い、変
更があった場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かい適用しております。 

 

(7) リース 

 使用権資産の取得原価は、リース負債の当初測定額に前払リース料等を調整した金額
で当初測定を行っております。リース負債はリース期間におけるリース料の割引現在価
値で測定しております。当初測定後、リース期間もしくはリース料に変動があった場合
は、リース負債の再測定を行い、使用権資産の取得原価及びリース負債の調整を行って
おります。 

 使用権資産は、原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計
額を控除した価額で計上し、リース負債は当初測定額及び再測定による調整額からリー
ス料の支払を控除し、利息の調整を行った価額を計上しております。 

 また、使用権資産の減価償却費は、リース期間にわたり定額法で計上しております。
リース負債に係る金利費用は、使用権資産に係る減価償却費と区分して、金融費用に含
めております。 

 ただし、リース期間が12か月以内の短期リース及び原資産が少額のリースについては、
リース料をリース期間にわたり規則的に費用として認識しております。 

 リース負債は、リース開始日現在で支払われていないリース料の割引現在価値で当初
認識しております。通常、当社グループは、追加借入利子率を割引率として用いており
ます。当初認識後は、リース負債に係る金利及び支払われたリース料を反映するよう、
実効金利法に基づき帳簿価額を増減しております。 

 リース料は、リース負債残高に対して一定の利子率となるよう金融費用とリース負債
の返済部分とに配分しております。 

 

(8) のれん及び無形資産 

① のれん 

 企業結合から生じたのれんは、取得原価から減損損失累計額を控除した価額で表示
しております。 

 のれんの償却は行わず、資金生成単位（又はそのグループ）に配分し、少なくとも年
に１回及び減損の兆候がある場合には都度、減損テストを実施しております。のれん
の減損損失は純損失として認識され、その後の戻し入れは行っておりません。 

② その他の無形資産 

 のれん以外の無形資産は、原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額及び減損
損失累計額を控除した価額で表示しております。 

 企業結合により取得し、のれんとは区別して認識された無形資産は、取得日の公正
価値で当初認識されております。当初認識後、企業結合により取得した無形資産は、個
別に取得した無形資産と同様に、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除
した金額で計上されております。 

 無形資産の償却費は、以下の見積耐用年数にわたり、定額法により計上しておりま



す。 

・ソフトウエア ５年 

・顧客関連資産 10年 

 見積耐用年数、残存価額及び償却方法は、各連結会計年度末に見直しを行い、変更が
あった場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かい適用しております。 

 

(9) 非金融資産の減損 

 非金融資産（棚卸資産、繰延税金資産及び従業員給付に係る資産を除く）については、
各報告期間の末日現在ごとに減損の兆候の有無を判定し、減損の兆候が存在する場合に
は、減損テストを実施しております。のれん、耐用年数を確定できない無形資産及び報
告期間の末日現在で使用可能でない無形資産については、毎期及び減損の兆候が存在す
る場合にはその都度、減損テストを実施しております。 

 減損テストの結果、資産又は資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を超過する場合
に減損損失を認識しております。 

 減損テストにおいて個別にテストされない資産は、他の資産又は資産グループのキャ
ッシュ・イン・フローから概ね独立したキャッシュ・イン・フローを生成する最小の資
金生成単位としております。資産又は資金生成単位の回収可能価額は使用価値と処分費
用控除後の公正価値のいずれか高い金額としております。使用価値は、資産又は資金生
成単位から生じると見込まれる将来キャッシュ・フローを貨幣の時間的価値及び当該資
産に固有のリスクを反映した税引前の割引率を用いて現在価値に割り引くことにより算
定しております。 

 のれんを含む資金生成単位の減損損失の認識については、まず、その資金生成単位に
配分されたのれんの帳簿価額を減額するように配分し、次に当該資金生成単位内の各資
産の帳簿価額に基づき比例按分しております。 

 

(10) 引当金 

 当社グループは、過去の事象の結果として、現在の法的又は推定的債務を有しており、
当該債務を決済するために、経済的便益をもつ資源の流出が必要となる可能性が高く、
当該債務の金額について信頼性のある見積りができる場合に引当金を認識しております。 

 貨幣の時間的価値の影響に重要性がある場合には、引当金額は将来キャッシュ・フロ
ーを貨幣の時間的価値及び当該負債に固有のリスクを反映した割引率を用いて現在価値
に割り引いて測定しております。 

① 資産除去債務 

  資産除去債務には、当社グループが使用する賃借事務所・建物等に対する原状回復義
務に備え、過去の原状回復実績に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しておりま
す。これらの費用は、事務所等に施した内部造作の耐用年数を考慮して決定した使用見
込期間経過後に支払われると見込んでおりますが、将来の事業計画等により影響を受け
ます。 

  ② 株主優待引当金 

  株主優待制度に伴う費用に備えるため、将来において発生すると見込まれる額を計上
しております。 

 

(11) 従業員給付 

 短期従業員給付は、割引計算は行わず、勤務が提供された時点の費用として認識して
おります。 

 賞与及び有給休暇費用については、過去の従業員の勤務に基づき、支払いを行う法的
又は推定的債務を有しており、かつ、当該債務について信頼性のある見積りが可能な場
合に負債として認識しております。 

 

(12) 資本 

 普通株式は発行価額を資本金及び資本剰余金に計上し、普通株式の発行に係る費用は
資本剰余金から控除しております。 

 自己株式は、取得原価で認識し、資本の控除項目としております。なお、自己株式を



売却した場合は、売却時の帳簿価額と対価との差額は資本剰余金として認識しておりま
す。 

 

(13) 株式報酬 

 当社グループにおいて、役員及び従業員に対するインセンティブ制度として譲渡制限
付株式報酬制度を導入しております。株式報酬の付与日における公正価値は、付与日か
ら権利が確定するまでの期間にわたり費用として認識し、同額をその他の資本の構成要
素の増加として認識しております。付与されたオプションの公正価値は、オプションの
諸条件を考慮して算定しております。 

 

(14) 収益認識 

 当社グループは、IFRS第９号「金融商品」に基づく金融収益を除き、以下の５ステッ
プアプローチに基づき、顧客への財やサービスの移転との交換により、その権利を得る
と見込む対価を反映した金額で収益を認識しております。 

ステップ１：顧客との契約を識別する 

ステップ２：契約における履行義務を識別する 

ステップ３：取引価格を算定する 

ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する 

ステップ５：履行義務の充足時に又は充足するにつれて収益を認識する 

 

ＤＸ事業については、当社グループのＤＸ事業では、最新のアプリケーションをイン
ターネットを通じて提供するＳａａＳ（クラウドサービス）が主な収益となっており、
当社提供の「ＫｎｏｗｌｅｄｇｅＳｕｉｔｅ(ナレッジスイート)」が主な製品となって
おります。これらのＳａａＳは、サービスを提供する期間を通してアクセスが可能とな
った時点から一定期間にわたって収益を認識しております。ただし、受領すべき対価に
重要な不確実性が存在する場合、その不確実性が解消された時点で収益を認識していま
す。また、収益を認識後、概ね１ヵ月以内に支払いを受けています。 

ＢＰＯ事業については、当社グループでは、システム開発を主軸として顧客企業業務
支援を行うシステムエンジニアリングサービスを行っております。これらは、検収が完
了した時点で収益を認識しています。ただし、受領すべき対価に重要な不確実性が存在
する場合、その不確実性が解消された時点で収益を認識しています。また、収益を認識
後、概ね１ヵ月以内に支払いを受けています。 

 

(15) 法人所得税 

 法人所得税は、当期税金及び繰延税金から構成されております。これらは、企業結合
に関連するもの、及び直接資本又はその他の包括利益に認識する項目を除き、純損益と
して認識しております。 

 当期税金は、税務当局に対する納付又は税務当局からの還付が予想される金額で測定
しております。税額の算定に使用する税率及び税法は、報告期間の末日までに制定又は
実質的に制定されているものであります。また、法人所得税の不確実な税務ポジション
について、税法上の解釈に基づき税務ポジションが発生する可能性が高い場合には、合
理的な見積額を資産又は負債として認識しております。 

 繰延税金は、報告期間の末日における資産及び負債の会計上の帳簿価額と、関連する
税務基準額との差額である一時差異、繰越欠損金及び繰越税額控除に対して認識してお
ります。 

 繰延税金資産は、将来減算一時差異、繰越欠損金及び繰越税額控除に対して、それら
を回収できる課税所得が生じる可能性が高い範囲において認識し、繰延税金負債は、原
則として全ての将来加算一時差異について認識しております。なお、繰延税金資産は毎
期見直され、税務便益の実現が見込めないと判断される部分については減額しておりま
す。 

 

 なお、以下の一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を認識しておりま
せん。 



・のれんの当初認識から生じる将来加算一時差異 

・取引時に、会計上の利益にも税務上の課税所得にも影響を与えず、かつ、同額の将
来加算一時差異と将来減算一時差異とを生じさせない取引（企業結合取引を除く）
によって発生する資産及び負債の当初認識により生じる一時差異 

・子会社に対する投資に係る将来加算一時差異のうち、解消時期をコントロールでき、
かつ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高い場合 

・子会社に対する投資に係る将来減算一時差異のうち、当該一時差異から便益を利用
するのに十分な課税所得が稼得される可能性が高くない場合、又は予測可能な将来
に当該一時差異が解消する可能性が高くない場合 

 繰延税金資産及び繰延税金負債は、報告期間の末日において制定又は実質的に制定さ
れている税率及び税法に基づいて、当該資産が実現する又は負債が決済する期間に適用
されると予想される税率によって算定しております。 

 繰延税金資産及び繰延税金負債は、当期税金資産と当期税金負債を相殺する法的強制
力のある権利を有し、法人所得税が同一の税務当局によって同一の納税主体に課されて
いる場合に相殺しております。 

 

(16) 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

会計上の見積りに関する注記 

 会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目で
あって、翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、
次のとおりです。 

(1) 非金融資産の減損 

  有形固定資産         40,356千円 

  使用権資産          199,155千円 

  のれん           628,060千円 

  無形資産          827,839千円 

 

 当社グループは、有形固定資産、使用権資産、のれんを含む無形資産について、減損
テストを実施しております。減損テストにおける回収可能価額の算定においては、資産
の耐用年数、将来キャッシュ・フロー、税引前割引率及び長期成長率等について一定の
仮定を設定しております。これらの仮定は、経営者の最善の見積りと判断により決定し
ておりますが、将来の不確実な経営条件の変動の結果により影響を受ける可能性があり、
見直しが必要となった場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類において認識する金額
に重要な影響を及ぼす可能性があるため、当社グループでは、当該見積りは重要なもの
であると判断しております。 

 

(2) 金融商品の公正価値の測定 

  その他の金融資産      66,160千円のうち、22,330千円 

 当社グループが保有する公正価値で測定する金融資産及び金融負債が、活発な市場に
おける公表価格によって測定できない場合には、当該資産又は負債について直接に又は
間接に観察可能な前述の公表価格以外のインプットを使用して算定された公正価値、も
しくは観察不能なインプットを含む評価技法によって算定された公正価値を用いて評価
しております。特に、観察不能なインプットを含む評価技法によって算定される公正価
値は、適切な基礎率、仮定及び採用する計算モデルの選択など、当社グループの経営者
による判断や仮定を前提としております。これらの見積り及び仮定は、前提とした状況
の変化等により、金融商品の公正価値の算定に重要な影響を及ぼす可能性があるため、
同社グループでは、当該見積りは重要であると判断しております。 

 

(3) 繰延税金資産の回収可能性 

  繰延税金資産         206,685千円 

 当社グループは、繰延税金資産について、将来減算一時差異、繰越欠損金及び税額控
除のうち、将来課税所得を減算できる可能性が高いものに限り繰延税金資産を認識して



います。課税所得が生じる可能性の判断においては、経営者によって承認された事業計
画に基づき課税所得の発生時期及び金額を見積っています。課税所得が生じる時期及び
金額は、将来の不確実な経済状況の変化によって影響を受けることから、実際に生じた
時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類において認
識する金額に重要な影響を与える可能性があります。 

 

連結財政状態計算書に関する注記 

(1) 資産から直接控除した貸倒引当金 

営業債権及びその他の債権 4,561 千円 

 

(2) 有形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額 

 119,728 千円 

 

(3) 使用権資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額 

 424,302 千円 

 

 (4) 担保に供している資産及び担保に係る債務 

  ① 担保に供している資産 

   関係会社株式(注)          56,351千円 

  （注）上記の関係会社株式に関しましては連結計算書類上、相殺消去しております。 

 

  ② 担保に係る債務 

１年内返済予定の長期借入金 156,000 千円 
 

    計 156,000 千円 

 

連結持分変動計算書に関する注記 

１．当連結会計年度末日における発行済株式の種類及び数 

普通株式 6,120,221 株 

 

２．剰余金の配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 
株式の 

種類 

配当金の 

総額(千円) 

１株当たり 

配当額(円) 
基準日 効力発生日 配当の原資 

2024年12月24日 

定時株主総会 
普通株式 36,931 7 2024年９月30日 2024年12月25日 資本剰余金 

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度と
なるもの 

  該当事項はありません。 

 

金融商品に関する注記 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 資本管理 
 当社グループは、持続的な成長を通じて、企業価値を最大化することを目指して資
本管理をしております。必要な事業資金は、営業キャッシュ・フロー及び必要に応じ
た借入によって賄っております。財務健全性を長期安定的に維持するため、マネジメ
ントが財務指標のモニタリングを行っております。当社グループは、デリバティブ取
引は利用しておらず、投機的な取引は行わない方針であります。 

 なお、当社グループが適用を受ける重要な資本規制はありません。 

 



(2) 財務上のリスク管理 
 当社グループは、経営活動を行う過程において、財務上のリスク(信用リスク・流動
性リスク・金利リスク・市場価格の変動リスク)に晒されており、当該財務上のリスク
を軽減するために、リスク管理を行っております。 

 

(3) 信用リスク管理 
 信用リスクは、保有する金融資産の相手先が契約上の債務に関して債務不履行にな
り、当社グループに財務上の損失を発生させるリスクであります。 

 当社グループは、与信管理規程等に基づいて、取引先に対して与信限度額を設定し、
管理しております。 

 当社グループの債権は、広範囲の産業や地域に広がる多数の取引先に対するもので
あり、単独の相手先又はその相手先が所属するグループについて、過度に集中した信
用リスクを有しておりません。 

 連結計算書類に表示されている金融資産の減損後の帳簿価額は、担保の評価額を考
慮に入れない、当社グループの金融資産の信用リスクに対するエクスポージャーの最
大値であります。 

 

(4) 流動性リスク管理 
 流動性リスクは、当社グループが期限の到来した金融負債の返済義務を履行するに
あたり、支払期日にその支払いを実行できなくなるリスクであります。 

 当社グループは、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関より随時利用可能
な当座貸越枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングす
ることで流動性リスクを管理しております。 

 

(5) 金利リスク管理 
 当社グループは、金融機関から変動金利建の借入を行っており、金利の変動リスク
に晒されております。主に金利の上昇による将来の利息の支払額の増加を抑えるため
に、一部固定金利での資金調達を行い、キャッシュ・フローの安定化を図っておりま
す。 

 

２．金融商品の公正価値等に関する事項 

 金融商品の公正価値ヒエラルキーは、レベル１からレベル３までを次のように分類し
ております。 

レベル１：活発な市場における公表価格により測定された公正価値 

レベル２：レベル１以外の、観察可能な価格を直接又は間接的に使用して算出された公
正価 

     値 

レベル３：観察可能な市場データに基づかないインプットを含む、評価技法から算出さ
れた 

     公正価値 

なお、レベル間の振替は、振替のあった各四半期の期末日に認識しております。 
 

   金融商品の公正価値の測定方法 

(1)現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、その他の金融資産(流動) 

 これらは短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額に近似することから、当該帳
簿価額によっております。 
 

(2)その他の金融資産、その他の金融負債 

 活発な金融市場において取引されている金融商品の公正価値は、市場価格に基づいて
おり、レベル１に分類しております。なお、非上場株式は、適切な評価技法を使用して
測定しており、レベル３に分類しております。 

 

(3)営業債務及びその他の債務、短期借入金、未払法人所得税等 

 これらは短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額に近似することから、当該帳
簿価額によっております。 



 

(4)長期借入金 

 長期借入金のうち変動金利のものについては、適用される金利が市場での利率変動を
即座に反映するため、また信用リスクに関しては金利に関する取引条件に変更がなく、
公正価値は帳簿価額に近似しております。長期借入金のうち固定金利のものについては、
借入利率と元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率に重要な
相違がないため、公正価値は帳簿価額に近似することから、当該帳簿価額によっており
ます。 
 

３．金融商品の公正価値の適切な区分ごとの内訳等に関する事項 

                                     (単位：千円) 

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

金融資産     

その他の金融資産     

純損益を通じて公正価値で測定す

る資本性金融商品 
－ － － － 

その他の包括利益を通じて公正価

値で測定する資本性金融商品 
－ － 22,330 22,330 

合計 － － 22,330 22,330 

   



レベル３に分類された金融商品の増減は、次のとおりです。 

                                 (単位：千円) 

期首残高 38,960 

取得 － 

売却 － 

包括利益 － 

 純利益 － 

 その他の包括利益 △16,629 

期末残高 22,330 

上記損益の内、期末で保有する資産に関連する未

実現損益の変動に起因する額 
－ 

 

収益認識に関する注記 

(1) 収益の分解 
当社グループは、売上収益をサービス種類別に分類しております。分解した売上収益

と報告セグメントとの関連は、次のとおりです。 

                                (単位：千円) 

報告セグメント サービス 顧客との契約から認識した収益 

ＤＸ事業 
ＳａａＳ 1,811,239 

カスタマーサクセス 338,087 

ＢＰＯ事業 ― 2,250,139 

合計 4,399,466 

 

(2) 契約資産及び契約負債 

当社グループの契約資産及び契約負債の内訳は次のとおりです。 

               (単位：千円) 

顧客との契約から生じた債権   

 売掛金 535,640  

契約負債 81,662  

 当連結会計年度に認識した収益のうち、期首時点の契約負債残高に含まれていたもの
は91,881千円です。 

 

(3) 残存履行義務に配分した取引価格 

当社グループにおいては、個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、
実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。 

 

 

１株当たり情報に関する注記 

１．１株当たり親会社所有者帰属持分 287円29銭 

２．基本的１株当たり当期損失 63円60銭 

 

重要な後発事象に関する注記 



該当事項はありません。 

   



貸 借 対 照 表 
 

（2025年９月30日現在） 
（単位：千円）  

科    目 金  額  科    目 金  額 

（資 産 の 部）   （負 債 の 部）  

流動資産 569,559  流動負債 451,861 

現金及び預金 484,100  短期借入金 100,000 

前払費用 30,521  
１年内返済予定の
長期借入金 

186,006 

未収入金 26,224  未払金 67,419 

差入保証金 28,647  未払法人税等 4,194 

その他 66  未払消費税等 9,537 

   賞与引当金 5,472 

   資産除去債務 13,307 

   株主優待引当金 64,000 

   その他 1,925 

固定資産 1,652,300  固定負債 159,992 

投資その他の資産 1,652,300  長期借入金 159,992 

関係会社株式 1,643,876    

長期貸付金 1,023  負債合計 611,853 

差入保証金 3,894  （純資産の部）  

長期前払費用 3,507  株主資本 1,610,006 

   資本金 1,176,526 

   資本剰余金 852,692 

   資本準備金 476,024 

   その他資本剰余金 376,668 

   利益剰余金 △419,125 

   その他利益剰余金 △419,125 

   繰越利益剰余金 △419,125 

   自己株式 △86 

   純資産合計 1,610,006 

資産合計 2,221,860  負債・純資産合計 2,221,860 
 

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。   



損 益 計 算 書 
  

（ 2024 
2025 

年 
年 

10 
９ 

月 
月 

１ 
30 

日から 
日まで ） 

（単位：千円）  

科           目 金           額 

営業収益  322,848 

営業費用  432,416 

営業損失  109,568 

営業外収益   

受取利息 1,649  

その他 1,804 3,454 

営業外費用   

支払利息 6,238 6,238 

経常損失  112,352 

特別損失   

減損損失 14,593  

関係会社株式評価損 251,295 265,889 

税引前当期純損失  378,242 

法人税、住民税及び事業税 5,817  

法人税等調整額 △1,712 4,105 

当期純損失  382,347 
 

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。   



株主資本等変動計算書 
  

（ 2024 
2025 

年 
年 

10 
９ 

月 
月 

１ 
30 

日から 
日まで ） 

（単位：千円）  

 

株         主         資         本 

新株予約権 純資産合計 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 

資本準備金 
その他資本 

剰余金 

資本剰余金 

合計 

その他利益 

剰余金 利益剰余金 

合計 繰越利益 

剰余金 

当期首残高 734,016 33,515 413,599 447,114 △36,777 △36,777 △20 1,144,333 2,194 1,146,527 

当期変動額           

新株の発行 

(新株予約権の行使 
442,509 442,509  442,509    885,018 － 885,018 

剰余金の配当   △36,931 △36,931    △36,931  △36,931 

当期純損失     △382,347 △382,347  △382,347  △382,347 

自己株式の取得       △65 △65  △65 

株主資本以外の項目の 

当期変動額(純額) 
        △2,194 △2,194 

当期変動額合計 442,509 442,509 △36,931 405,577 △382,347 △382,347 △65 465,673 △2,194 463,478 

当期末残高 1,176,526 476,024 376,668 852,692 △419,125 △419,125 △86 1,610,006 － 1,610,006 

 

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
    



個別注記表 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

１．資産の評価基準及び評価方法 

 有価証券の評価基準及び評価方法 

  関係会社株式 

   移動平均法による原価法を採用しております。 

 

２.固定資産の減価償却費の方法 

   無形固定資産 

   定額法を採用しております。 

   なお、コンテンツ資産の償却については、社内における利用可能期間(５年)に基づい
て償却を行っております。 

 

３.引当金の計上基準 

（1）賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計
上しております。 

（２）株主優待引当金 

 株主優待制度に伴う費用に備えるため、将来において発生すると見込まれる額を計上
しております。 

 

４.収益及び費用の計上基準 

 当社の営業収益は子会社からの経営指導料及び受取配当金です。 

 経営指導料は、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であ
り、業務が実施された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を
認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しており
ます。 

 

５.その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 

 

（会計上の見積りに関する注記） 

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、
翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりで
す。 

 

  関係会社株式        1,643,876千円 

 当社は、重要な会計方針1.に記載しているとおり、関係会社株式を原価法によって評価
しておりますが、発行会社の財政状態の悪化による実質価額が著しく低下したときは、
回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、相当の減額を行い、評価差
額は当期の損失として処理しております。ただし、関係会社の株式の実質価額の算定に
あたっては、将来の事業計画に基づく超過収益力等を反映させておりますので、超過収
益力等の見積りには、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性
があります。そのため、将来の事業計画などの見積りの前提条件に変化があった場合は、
関係会社株式の金額に重要な影響を与える可能性があります。 

 

（貸借対照表に関する注記） 

（1）関係会社に対する金銭債権又は金銭債務 

短期金銭債権 26,261 千円 

短期金銭債務 59,961 千円 

 

（2）担保に供している資産及び担保に係る債務 



  ① 担保に供している資産 

   関係会社株式             56,351千円 

 

    ② 担保に係る債務 

１年内返済予定の長期借入金 156,000 千円 
 

    計 156,000 千円 

 

（損益計算書に関する注記） 

関係会社との取引 

売上高 322,800 千円 

その他の営業取引高 1,827 千円 

営業取引以外の取引高 1,015 千円 

 

（株主資本等変動計算書に関する注記） 

当事業年度の末日における自己株式の種類及び数 

普通株式 296 株 

   



（税効果会計に関する注記） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産  千円 

未払事業税 863 〃 

賞与引当金 1,675 〃 

減損損失 4,566 〃 

株主優待引当金 19,596 〃 

株式報酬費用 16,397 〃 

資産除去債務 4,074 〃 

関係会社株式 94,968 〃 

繰延税金資産小計 142,143 〃 

評価性引当額 △141,069 〃 

繰延税金資産合計 1,073 〃 

 

繰延税金負債   

資産除去債務に対応する除去費用 △1,073 〃 

繰延税金負債合計 △1,073 〃 

繰延税金負債の純額 － 〃 

   



（関連当事者との取引に関する注記） 

１．子会社等 

（単位：千円） 

属性 会社の名称 

議決権等の
所有 

（被所有）
割合 

関係内容 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高 役員の兼任
等 

事業上の関
係 

子会社 
ブルーテッ
ク㈱ 

所有 

直接 100% 
あり 経営管理 

経営指導料
等 

（注１) 

150,000 未収入金 2,365 

貸付金の回
収 

（注２） 

132,264 ― ― 

債務被保証 （注３） ― ― 

子会社 
(株 )アーキ
テクトコア 

所有 

直接 100% 
あり 経営管理 

経営指導料
等 

（注１） 

130,800 未収入金 209 

貸付金の回
収 

（注２） 

138,996 ― ― 

債務被保証 （注３） ― 
― 

 

子会社 

ネットビジ
ネス 

サポート㈱ 

所有 

直接 100% 
なし 経営管理 債務被保証 （注３） ― ― 

子会社 

ブースト 

マーケティ
ング㈱ 

所有 

直接 100% 
あり 経営管理 債務被保証 （注３） ― ― 

子会社 
㈱Rocket 
Starter 

所有 

直接 100% 
あり 経営管理 債務被保証 

 

（注３） 

 

― ― 

 

２. 役員及び個人主要株主等 

種類 氏名 
議決権等の所有 

（被所有）割合 

関連当事者と
の関係 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

役員 稲葉雄一 
被所有 

直接22.4% 

当社代表取締
役社長 

資金の貸付 

（注２） 
20,000 ― ― 

資金の回収 

（注２） 
20,000 ― ― 

利息の受取 220 ― ― 

 

取引条件及び取引条件の決定方針 

（注）１.経営指導料等については、経営活動全般に関する指導、助言に対する対価として
業務の内容を勘案し決定しております。 



      ２.資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しておりま
す。 

３.当社の金融機関の借入について、子会社５社から総額256,000千円の期末残高
に対して債務保証を受けております。なお、保証料は支払っておりません。 

 

（収益認識に関する注記） 

 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については、個別注記表
「重要な会計方針に係る事項に関する注記 4. 収益及び費用の計上基準」に同一の内容を
記載しているため、注記を省略しております。 

 

（１株当たり情報に関する注記） 

１株当たり純資産額 263円08銭 

１株当たり当期純損失 64円42銭 

 

 

（重要な後発事象に関する注記） 

 該当事項はありません。 

 

（その他の注記） 

 該当事項はありません。 

    



連結計算書類に係る会計監査報告 
 

 

独立監査人の監査報告書 
 

2025年11月25日 
 

ＢＢＤイニシアティブ株式会社 
取締役会 御中 

 

太陽有限責任監査法人  
 

東京事務所 
 

指定有限責任社員 

業務執行社員 
 公認会計士 小野 潤   

指定有限責任社員 

業務執行社員 
 公認会計士 梶野 健   

 
監査意見 
 当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ＢＢＤイニシアティブ株式会社の2024年10月１日
から2025年９月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、
連結持分変動計算書及び連結注記表について監査を行った。 
 当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、国際会
計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、ＢＢＤイニシアティブ株式会社及び
連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。 
 
監査意見の根拠 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査
人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。 
 
その他の記載内容 
 その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。 
 当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 
 連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。 
 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。 
 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

   



 

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任 
 経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、国際会計基準
で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示することにある。これには、
不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断
した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、国際会計基準で求め
られる開示項目の一部を省略した会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。 
 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。 
 
連結計算書類の監査における監査人の責任 
 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。 
 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。 
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記
事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。 
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、国際会
計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記
事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正
に表示しているかどうかを評価する。 
・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関す
る指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。 
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。 

   



 

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。 
 
利害関係 
 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。 

以 上 
   



計算書類に係る会計監査報告 
 
 

独立監査人の監査報告書 
 

2025年11月25日 
 

ＢＢＤイニシアティブ株式会社 
取締役会 御中 

 

太陽有限責任監査法人  
 

東京事務所 
 

指定有限責任社員 

業務執行社員 
 公認会計士 小野 潤   

指定有限責任社員 

業務執行社員 
 公認会計士 梶野 健   

 
監査意見 
 当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ＢＢＤイニシアティブ株式会社の2024年10
月１日から2025年９月30日までの第３期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行っ
た。 
 当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。 
 
監査意見の根拠 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法
人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。 
 
その他の記載内容 
 その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。 
 当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 
 計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。 
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。 
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

   



 

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 
 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。 
 
計算書類等の監査における監査人の責任 
 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。 
 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。 
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が
適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。 
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類
等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 
 監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。 
 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。 
 
利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
   



監査等委員会の監査報告 
 
 

監 査 報 告 書 
 

 当監査等委員会は、2024年10月１日から2025年９月30日までの第３期事業年度における取締役の職務の執
行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。 
 
１．監査の方法及びその内容 

 監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内
容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等から
その構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとと
もに、下記の方法で監査を実施いたしました。 
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会
議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明
を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いた
しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、
必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。 

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会
計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号
に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知
を受け、必要に応じて説明を求めました。 

 
 以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結財政状態計
算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。 
 

２．監査の結果 
(1) 事業報告等の監査結果 
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め

ます。 
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ

ません。 
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ

ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら
れません。 

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 
 会計監査人 太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

(3) 連結計算書類の監査結果 
 会計監査人 太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

 
2025年11月26日 

ＢＢＤイニシアティブ株式会社 監査等委員会  
監査等委員 伊香賀照宏 ㊞  

監査等委員 和田信雄 ㊞  

監査等委員 三浦謙吾 ㊞  
 

 

（注）監査等委員 伊香賀照宏、和田信雄及び三浦謙吾は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定
する社外取締役であります。 

 

 


